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平成３０年第１回（３月）みなかみ町議会定例会会議録第１号 

平成３０年３月６日（火曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第１号 

   平成３０年３月６日（火曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議長諸報告 

日程第 ４  閉会中の継続調査に関する委員長報告について 

日程第 ５  請願・陳情文書表 

日程第 ６  報告第 １号 平成２９年度猿ヶ京温泉交流公園イベント広場及び駐車場整備工事請 

              負変更契約の専決処分報告について 

日程第 ７  諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ８  議案第 １号 みなかみ町固定資産評価員の選任について 

日程第 ９  議案第 ２号 みなかみ町教育委員会委員の任命について 

日程第１０  議案第 ３号 みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第１１  議案第 ４号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第１２  議案第 ５号 みなかみ町都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第１３  議案第 ６号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

              る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１４  議案第 ７号 みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

日程第１５  議案第 ８号 みなかみ町福祉作業所条例を廃止する条例について 

日程第１６  議案第 ９号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１７  議案第１０号 みなかみ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につい 

              て 

日程第１８  議案第１１号 みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

              する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

       議案第１２号 みなかみ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

              運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 

              効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

              について 

       議案第１３号 みなかみ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護 

              予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

              を定める条例の一部を改正する条例について 
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       議案第１４号 みなかみ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を 

              定める条例について 

日程第１９  議案第１５号 みなかみ町工場立地法に基づく地域準則条例について 

日程第２０  議案第１６号 みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

日程第２１  議案第１７号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 デイサービ 

              スセンターほたるの苑） 

       議案第１８号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 水上デイサ 

              ービスセンター） 

       議案第１９号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 新治ふれあ 

              いセンター） 

       議案第２０号 指定管理者の指定について（みなかみ町福祉センター） 

       議案第２１号 指定管理者の指定について（みなかみ町真沢ファーム交流施設） 

日程第２２  議案第２２号 町道路線廃止について 

       議案第２３号 町道路線認定について 

日程第２３  議案第２４号 平成２９年度みなかみ町一般会計補正予算（第４号）について 

       議案第２５号 平成２９年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい 

              て 

       議案第２６号 平成２９年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ 

              いて 

日程第２４  議案第２７号 平成３０年度みなかみ町一般会計予算について 

       議案第２８号 平成３０年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算について 

       議案第２９号 平成３０年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計予算について 

       議案第３０号 平成３０年度みなかみ町介護保険特別会計予算について 

       議案第３１号 平成３０年度みなかみ町下水道事業特別会計予算について 

       議案第３２号 平成３０年度みなかみ町水道事業特別会計予算について 

日程第２５  一般質問 

─────────────────────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１７人） 

       １番 髙 橋 久美子 君         ２番 森   健 治 君 

       ３番 鈴 木 初 夫 君         ４番 石 坂   武 君 

       ５番 小 林   洋 君         ６番 林   誠 行 君 

       ７番 中 島 信 義 君         ９番 阿 部 賢 一 君 

      １０番 林   一 彦 君        １１番 山 田 庄 一 君 

      １２番 河 合 生 博 君        １３番 原 澤 良 輝 君 

      １４番 髙 橋 市 郎 君        １５番 久 保 秀 雄 君 

      １６番 小 野 章 一 君        １７番 森 下   直 君 

      １８番 林   喜美雄 君 

 

欠席議員      な  し 

 

会議録署名議員 

       ３番 鈴 木 初 夫 君        １５番 久 保 秀 雄 君 

 

─────────────────────────────────────── 

 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名 

議会事務局長 高 橋 康 之 書 記 本 間   泉 

書 記 田 村   勝   

 

─────────────────────────────────────── 

 

説明のため出席した者 

町 長 前 田 善 成 君 教育長職務代理 利根川 太 郎 君 

参 与 田 村   秀 君 会 計 課 長 中 島 直 之 君 

総 務 課 長 原 澤 志 利 君 総合戦略課長 宮 崎 育 雄 君 

エコパーク推進課長 髙 田   悟 君 税 務 課 長 岡 田 宏 一 君 

町民福祉課長 内 田   保 君 子育て健康課長 鈴 木 伸 一 君 

生活水道課長 髙 橋 孝 一 君 農 政 課 長 田 村 雅 仁 君 

観光商工課長 澤 浦 厚 子 君 地域整備課長 古 川 文 雄 君 

教 育 課 長 杉 木 隆 司 君 新 治 支 所 長 田 村 良 一 君 
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開  会 

          午前９時 開会  

 

議 長（林 喜美雄君） おはようございます。 

      本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ定刻までにご参集いた

だきまして、まことにありがとうございます。 

      ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

      これより平成３０年第 1 回３月みなかみ町議会定例会を開会いたします。 

 

町長挨拶  

 

議 長（林 喜美雄君） 本定例会に際し、町長より挨拶の申し出がありましたので、これを許可い

たします。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議長のお許しをいただきましたので、議会開会に当たり一言ご挨拶申し上げ

ます。 

      啓蟄も過ぎ、春の芽吹きも待ち遠しい季節になりました。 

      行政は年度末を迎え、慌ただしい時期を迎えることになります。 

      この冬は、北陸地方の豪雪報道を目にし、４年前だと思いますが、関東地方の豪雪が思

い出されました。 

      今季は幸いにも、みなかみ町では混乱を来す降雪量ではなく、町の除雪体制も他の自治

体に比べ充実しており、地域の安心安全が確保されていると感じているところです。 

      １２月議会定例会以降、閉会中も議員各位におかれましては、施策や交流の促進のため、

県内外へ多くの派遣や出張により調査活動を行っていただき、また、各常任委員会、特別

委員会とも頻繁に開催され、施策の検討等をいただきました。 

      熱心な議員活動に、改めて敬意を表する次第であります。 

      ２月６日に、交流自治体である中野区と防災時相互応援協定を締結しました。 

      当日は、田中区長、いでい中野区議会議長、林議長ご同席のもと、和やかに調印式が行

われました。 

      本協定の発動がないことを切に願うところであります。 

      ２月２４日から２月２７日まで、林議長とともに台南市を訪問してまいりました。 

      台南市との交流も５年目を迎え、着実に成果を上げていると感じております。 

      さて、本日の議会定例会に提案いたします案件は、報告 1 件、諮問１件、人事２件、条

例１４件、補正予算３件、当初予算６件、その他７件であります。 

      詳細につきましては後ほど説明させていただきますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

──────────────────────────────────────────── 
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開  議  

 

議 長（林 喜美雄君） これより本日の会議を開きます。 

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第１号のとおりであります。 

      議事日程第１号により、議事を進めます。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

      会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において指名いたします。 

        ３番  鈴 木 初 夫  君 

       １５番  久 保 秀 雄  君   を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

      本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日３月６日より３

月１６日までの１１日間としたい考えであります。 

      これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 異議なしと認めます。 

      よって、本定例会の会期は、本日３月６日より３月１６日までの１１日間と決定いたし

ました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第３ 議長諸報告  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第３、議長諸報告を行います。 

      これより議会閉会中の主な事項について報告をいたします。 

      １２月定例会後、閉会中とはいえ大変多くの諸行事があり、副議長を初め各委員長、各

委員の参加をお願いいたしまして、ご協力をいただきました。 

      １２月２２日には、さる９月２９日に友好都市連携協定を締結した伊奈町の大島町長を

前田町長とともに表敬訪問しました。 

      本町と伊奈町は、平成１７年から両町の観光協会等を通して友好を深めてきた経過があ

り、民間レベルでの交流の背景を踏まえて、さらなる友情と信頼を深め、相互の発展が期
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待されるところであります。 

      １２月２４日から２７日の４日間は、中学生海外派遣事業の現地調査と台南市との交流

促進のため、台湾派遣議員視察団の皆さんと一緒に台湾行政視察を行いました。 

      滞在中には、台南市政府新聞及び国際関係処キョ所長との意見交換や、本町中学生と台

湾スイメイ中学校生徒との交流の様子を視察するとともに、台北市教育局を表敬訪問し、

情報交換を行いました。 

      また、台湾政府、台湾日本関係協会のハン副支所長及び台湾政府外交部の担当者も交え

て、本町との交流促進について意見交換もでき、大変有意義な行政視察となりました。 

      平成３０年に入り、１月７日には、消防団出初め式が挙行されました。 

      近年、大型台風や異常気象等による豪雨に直面し、多くの災害が各地で発生しておりま

す。 

      このようなときに当たり、地域住民と最も密接な関係を持って活躍されている消防団の

皆様方が、これらの災害に対処するため、日々訓練に積極的に励んでおりますことに、新

年に当たり改めて感銘したところであります。 

      また、同日午後１時には、みなかみ町成人式が挙行されました。 

      ２２６名の新成人の皆さんには、これを契機として、これからの人生に誇りと責任を持

って、大いに前進し、あすの社会を明るくする原動力となるよう、より一層の社会参加を

期待するものであります。 

      １月１２日には、本町の公職につかれている方々とともに、みなかみ町新年賀詞交歓会

が盛大に開催されました。 

      新しい年を迎え、本町のこれからの発展に向けて各方面の皆様方と意見交換できました

ことは、大変意義深く、心より感謝申し上げるところであります。 

      ２月３日は、町内小学校がそれぞれの地域の特色を生かし、自然や地域に関する学習に

取り組んでいるその成果を発表する環境学習発表会が開催されました。 

      それぞれの学校から発表された内容は、まさにみなかみユネスコエコパークの理念に結

びつくものだと、深い感動を受けたところであります。 

      ２月６日には、これまで積極的な交流を行ってきた東京都中野区との、災害時における

相互応援に関する協定調印式に出席いたしました。 

      中野区との、なかの里・まち連携協定に基づいた取り組みや、町内事業者との商談会開

催などを踏まえて、今後、災害時の相互応援に向けた取り組みに期待するものであります。 

      ２月１４日には、利根沼田地域行政懇談会が開催され、県の平成３０年度の予算概要及

び主な取り組みについての説明があり、利根沼田地域の課題や今後の行政運営のあり方に

ついて活発な意見交換が行われました。 

      ２月２１日には、群馬県町村議会議長会総会が開催され、さる２月８日の開催の全国町

村議会議長会でみなかみ町議会が栄誉ある町村議会表彰を受けたことが報告され、その賞

状と記念品が群馬県町村議会議長会長より伝達されました。 

      ２月２４日から２７日の４日間の日程で、前田町長とともに台湾台北市・台南市を表敬

訪問しました。 
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      また、本年７月に開催予定の第４回台日議員交流サミットの会場となる高雄市にも表敬

訪問いたしました。 

      今回の台湾訪問にあわせて、台湾東部地震に対する町当局と町議会からの義援金を、台

南市政府経由で台湾政府にお願いすることといたしました。 

      一日も早い復興をお祈りするものであります。 

      ３月２日には、本町と友好都市交流を行っている茨城県取手市のひなまつりに参加をい

たしました。 

      ひなまつりに先立ち、取手市長並びに取手市議会議長を表敬訪問し、今後の友好都市交

流についての意見交換を行うことができました。 

      その他の日程につきましては、議会事務局で閲覧くださるようお願いをいたします。 

      以上をもちまして議長諸報告といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第４ 閉会中の継続調査に関する委員長報告について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第４、閉会中の継続審査に関する委員長報告についてを議題といたし

ます。 

      所管の委員長報告を求めます。 

      厚生常任委員会委員長髙橋市郎君。 

（厚生常任委員長 髙橋市郎君登壇）  

厚生常任委員長（髙橋市郎君） 厚生常任委員長髙橋市郎、閉会中における厚生常任委員会の視察研

修報告を申し上げます。 

      平成２９年１２月１５日に、茨城県のつくば先端事業所とアグリル株式会社のごみ処理

施設（民間事業所内の機械）の視察を行いました。 

      この研修の目的につきましては、奥利根アメニティパークの固形化燃料化施設のコスト

削減計画の取り組みの研修であります。 

      奥利根アメニティパークの現状と課題につきましては、皆様ご案内のとおり、平成１０

年に操業を始め、現在１９年目を迎えており、かなりの老朽化が進み、年間３,０００万

から４,０００万の修繕費、５,０００万円強の電気料並びに年間のごみ処理委託費として

平成２８年までは約１億７,０００万円かかっております。 

      そのほか、ＲＤＦ（ごみ固形化燃料）を年間５,０００万円以上の経費をかけ、処理を

行っております。 

      この固形化施設経費の削減に関連した機械施設を視察してきました。 

      まず、初めのつくば先端事業所でありますが、ここは今回、アメニティパークの経費削

減には直接的には関係ありませんが、議員としての将来のかかわりに役立つと思い、チョ

ウザメの日本で初めて人工ふ化に成功し、事業化している会社を見学しました。 

      説明の中で、チョウザメは生まれてから３年を経過しないと雄雌の判定ができないこと、

なお、雌もキャビアをとれるのに８年かかることもお聞きしました。 
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      なお、チョウザメの寿命は７０年から１００年といわれておりますが、はっきりしたこ

とはまだわかっていないということであります。 

      なお、チョウザメは丈夫な魚で、人間が触れても何ら問題なく、非常に丈夫な魚である

ことや、口に歯がないため危険性が少ないので、観光の目玉に使えるのではないかと思い

ました。 

      ２つ目のアグリル株式会社は、民間のごみ堆肥センター内にあるごみの乾燥システムの

機種の説明を受け、実際の機械では、今回みなかみ町の可燃ごみ（生ごみ、燃えるごみ、

紙おむつ）を事前に運び込み、処理をしていただき、その現状を視察してきました。 

      メリットとしては、においはなく、排水処理水もなく、かつ作業する人の苦労が少ない

のも目立ちました。 

      機械自体はシンプルで、町指定のごみ袋であれば、その中に入るものは適応可能と説明

を受けました。 

      機械の中身は、袋のごみが機械の中でくるくると回っているだけで、徐々に機械の中の

温度を上げ、機械の中の微生物が活発になり、ごみを分解し、乾燥した状態で出てくると

いうもので、生ごみは堆肥状態に、燃えるごみはビニール系が残ります。 

      紙おむつは原形を残し、乾燥した状態のまま出てくるという状態であります。 

      以前から、事務局より、広域に移行案、自立焼却場案、長寿命化計画案、改修計画案の

報告を受けた中での固形化燃料化施設の乾燥部の一部を改修を行った場合の機械の選択肢

として、視察を行ってまいりました。 

      町の改修計画では、経費が大幅にかかっている固形化燃料施設の乾燥部の光熱費（電気、

灯油）の改善をすることで、大幅な経費の削減が見込めるため、処理方式は環境に優しく

ごみの循環型社会構築の推進そのものなので、現在のままで機種の部分改修を進めていく

のが、時間及びコストの削減を行えると思いました。 

      いろいろと問題点が多いアメニティパークの固形化燃料施設の経費削減につながる研修

であったと思います。 

      次に、平成３０年２月２６日、２７日の２日間にわたり、福島県相馬有害鳥獣焼却場及

び高崎市の高崎火葬場の視察を行いました。 

      この研修の目的につきましては、年々ふえる獣害の処理について、獣害センターより相

談を受け、火葬場建設計画の一環としての問題として協議を進めてまいりました。 

      死亡した小動物は一般廃棄物扱いになるため、焼却場の現状調査と当町の老朽化した火

葬場の建設についてを目的にした研修でありました。 

      現在、町での捕獲有害鳥獣の処理は、年間１,０００頭に及びます。 

      町ではごみを焼却していないため、小動物は冷凍し、町外に持ち出し処理を行っている

状況であり、大型動物は埋設処理を行っていますが、埋設にも限界が迫っているため、獣

害担当者より相談を受け、検討しましたが、大型の動物の死骸は処理できない報告も受け

ております。 

      また、町の火葬場は、老朽化が進み、修繕経費も増加傾向にあり、最近、焼却部分での

ふぐあいが起き、いつ焼却がストップするかわからないような危機的な状態でもあり、一
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時でも早い方向性を出さないと危険な状態にあります。 

      まず、初めに、相馬有害鳥獣焼却センターに行き、相馬方部衛生組合総務課長の説明で

は、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質汚染によって出

荷制限及び摂取制限となり、流通、消費ができなくなったイノシシによる農作物の被害が

深刻となり、積極的な駆除対策を推進していますが、捕獲頭数の増加及び埋設処理困難と

いう課題に直面していることから、環境保護面等に適合した捕獲有害鳥獣（イノシシ等）

専用の焼却施設を整備しましたとの概要説明を受け、その後、担当係長より詳細説明を受

けました。 

      現在、相馬の規模ですが、鉄骨平屋建て一部２階建て、建築面積約２４０平方メートル、

焼却炉１基、焼却能力として毎時２００キロ未満でありますが、テスト焼却を行った結果、

経費面などを考慮して、１回当たりの焼却量を１２０キロ程度がベストであるため、現在

これで焼却を行っているとのことでした。 

      排気ガス処理設備完備（冷却機）バグフィルター、保管冷凍庫、猪２０頭程度、残灰保

管施設の整備規模で行っているということであります。 

      設備は全自動で、人の行う作業は少なくなっていますとの詳細な説明を受け、その後質

疑に入りました。 

      質疑では、焼却施設の運営方法については受付時臨時を１名、焼却時は２名で対応を行

っているとのことでありました。 

      焼却施設の年間稼働状況については、２８年度は２８０頭（そのうち２２０頭は２７年

度分）、２９年度は５００頭ぐらいであるということの説明を受け、獣害の処理している

割合についてはイノシシ、猿、ハクビシン、タヌキ、カラスなどですが、処理している９

割がイノシシであるとのことであります。 

      処理時間については、全工程で３時間（午前１回、午後１回）とのことです。 

      年間維持管理費については、人件費、焼却費込みで年間８３０万円程度で、焼却処理中

の煙及び臭気対策については、煙、臭気の出ない機種にしているため問題はなく、焼却施

設の運転要員の技術については、この焼却規模ではボイラー資格の必要はなく、必要なの

はクレーン資格、玉掛けが必要であるとのことでした。 

      バックアップ体制については別段問題ありませんとの、詳細な質問に答えてもらいまし

た。 

      頭数から見れば、当町も同様な規模で十分であると考えます。 

      次に、２日目の高崎斎場でありますが、まず、高崎市市民課長より火葬場の概要説明を

受け、建設時の地元協議及び反対運動についての質問には、もともと高崎火葬場があった

ため、要望及び反対はそれほどありませんでしたとのことでした。 

      高崎斎場は平成２８年３月に完成した大型火葬場で、火葬炉１２基、収骨室６室、お別

れ室３室、式場３室、２００人、１００人、１０人規模であり、規模としては当町とはか

け離れておりますが、今回は最新式の火葬場の設備機種の視察であるため、高崎市の許可

をいただき、火葬炉の説明にはメーカーをお願いをし、説明に入りました。 

      特徴としては、災害に強い斎場である、斎場は地震災害時においてもとまることなく火
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葬を続ける必要がある、現在の棺は１９０センチが標準であるが、高崎の火葬炉１炉は特

大火葬炉があるとのことであります。 

      あとは、今回特に力を入れたのがダイオキシン関係で、高崎市はダイオキシンの目標を

掲げているため、バグフィルター設備をしっかり行っている旨の説明を受け、その後、実

際の火葬場のバックヤードに行き、機器の説明を受けました。 

      火葬炉設備は小さなパネルの全自動で行っており、全自動制御システム、高崎火葬炉の

特徴は、富山県の本社で個々の火葬炉のデータ及び運転履歴を保管し、火葬炉故障時の対

応を短時間で解決できるように、遠隔監視システムを導入し、安全に火葬業務ができる体

制を整えておるということでありました。 

      町の現状としましては、火葬炉がとまった場合、業者に連絡をし、業者が到着するまで

に半日、そこで設備をばらし、故障箇所の確認を行い、部品を手配し、修繕を行うため二、

三日が必要ということでありますが、高崎市の斎場は遠隔で行っているため、１日以内で

修繕を終わるということであります。 

      メーカーの説明では、高崎市は新しい設備であるので、故障・トラブルは現状はゼロで

ありますけれども、このようなシステムを採用すれば、現在の火葬炉トラブルは９９％あ

りませんという、自信を持った発言でありました。 

      こうした先端技術は、現在検討しているみなかみ町火葬場につながる点が大いにあると

考えます。 

      なお、管理運営面でありますが、地元業者にて指定管理運営で行っておりました。 

      その中で少し驚いたのは、施設も最新式であるかもしれませんが、若い作業員がてきぱ

きと作業を行っている点でありました。 

      以上を申し上げ、休会中の厚生常任委員会の視察研修の報告とさせていただきます。 

議 長（林 喜美雄君） 以上で厚生常任委員会委員長髙橋市郎君の委員長報告を終わります。 

      以上をもちまして閉会中の継続調査に関する委員長報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第５ 請願・陳情文書表  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第５、請願・陳情文書表についてを議題といたします。 

      今期定例会において、本日までに受理しました請願・陳情はお手元に配付いたしました

請願・陳情文書表のとおりであります。 

──────────────────────────────────────────── 

〔巻末 参考資料〕  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） 以上、文書表のとおり所管の委員会に付託いたしますので、よろしくお願

いをいたします。 

──────────────────────────────────────────── 
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日程第６ 報告第１号 平成２９年度猿ヶ京温泉交流公園イベント広場及び駐車場整備工事請  

           負変更契約の専決処分報告について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第６、報告第１号、平成２９年度猿ヶ京温泉交流公園イベント広場及

び駐車場整備工事請負変更契約の専決処分報告についてを議題といたします。 

      町長より専決処分報告の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 報告第１号につきまして説明申し上げます。 

      本件につきましては、猿ヶ京温泉交流公園イベント広場及び駐車場整備工事の建設工事

変更請負契約の専決処分についてのご報告になります。 

      平成２９年６月議会で契約の議決を得まして、猿ヶ京温泉交流公園イベント広場及び駐

車場整備工事を施工してきたところであります。工事の進捗に伴い、雨水処理の仕様変更

や設計内容の精査などにより、１２６万３,６００円を増額し、契約金額を６,６７１万１,

６００円として変更契約するものであります。 

      地方自治法第１８０条第１項の規定により、平成２９年１２月１１日に専決処分したと

ころであります。よろしくご審議の上、ご承認くださりますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 以上で報告第１号、平成２９年度猿ヶ京温泉交流公園イベント広場及び駐

車場整備工事請負変更契約の専決処分報告についてを終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第７、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ

とについてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（「議長、暫時休憩願います」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 暫時休憩します。 

（９時３０分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（９時３３分 再開）  

議 長（林 喜美雄君） 会議前に引き続き会議を再開します。 

      その辺について、総務課長より、ちょっと説明をいただきます。 

（「議会運営上の問題だって」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） だから、その質問に対して。 

（総務課長 原澤志利君登壇） 

総務課長（原澤志利君） すみません、お答えします。 
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      専決処分、契約金額の専決処分につきましては、契約金額の５％までは町長の専決とい

うことでお認めをいただいていると思っておりますので、今回ご報告ということでさせて

いただきたいと思っています。 

      ただ、そういった部分でご審議いただいてご承認ということも、ケースによっては当然

あるわけでございますので、今、先ほど議長が申し上げたように、今回報告でということ

であれば報告で済むというふうに考えております。 

議 長（林 喜美雄君） 説明が終わりました。 

（「休憩」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 休憩。 

（９時３４分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（９時３５分 再開）  

議 長（林 喜美雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

      町長。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 先ほどの報告第１号の答弁につきまして、最後の「よろしくご審議の上、ご

承認くださりますようお願い申し上げます」という部分については、訂正させていただき

ます。 

（発言の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 暫時休憩。 

（発言の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 「よろしくご審議の上、承認くださいますようお願い申し上げます」の部分

を削除させていただき、「報告いたします」という形に訂正させていただきます。 

議 長（林 喜美雄君） 以上で報告第１号についての専決処分報告についてを終わります。 

      日程第７、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを

議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 諮問第１号についてご説明申し上げます。 

      現在、人権擁護委員として平成２４年７月より２期にわたりご活躍いただいております

みなかみ町藤原３５３４番地の２の山崎健次さんが、平成３０年６月３０日をもって任期

満了となりますので、前橋地方法務局長より後任委員の推薦依頼が来ております。 

      つきましては、新たに藤原４００２番地の蛯谷利孝さんを推薦いたしたく、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

      蛯谷利孝さんにおかれましては、民生委員、児童委員を初めとする公職経験が豊富で、
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人格識見にすぐれ、人権擁護委員として適任者でありますので、よろしくご審議賜り、ご

決定いただきますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      諮問１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて諮問第１号の質疑を終結いたします。 

      これより諮問第１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて諮問第１号の討論を終結いたします。 

      諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決いたし

ます。 

      本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては原

案のとおり同意されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第８ 議案第１号 みなかみ町固定資産評価員の選任について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第８、議案第１号、みなかみ町固定資産評価員の選任についてを議題

といたします。 

      ここで岡田税務課長の退席を求めます。 

（税務課長 岡田宏一君退席） 

議 長（林 喜美雄君） 町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第１号についてご説明申し上げます。 

      みなかみ町固定資産評価員に、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者として、

税務課長岡田宏一を選任したいので、地方税法４０４条第２項の規定により議会の同意を

求めるものでございます。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１号について質疑はありませんか。 

      ９番阿部賢一君。 
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９ 番（阿部賢一君） 質疑ではないんですけれども、文言なんですけれども、こちらの議案第１号

には「議会の議決を求める」というふうに記してあります。 

      先ほど、町長におかれましては、同意を求めるような説明を受けたんですけれども、ど

ちらが正しいんでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） ちょっと暫時休憩します。 

（９時４２分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（９時４３分 再開）  

議 長（林 喜美雄君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

      総務課長。 

（総務課長 原澤志利君登壇） 

総務課長（原澤志利君） すみません、お答えします。 

      「議会の同意を求めるものでございます。ご議決賜りますよう」ということでございま

すが、同意について議決を求めるという解釈をしていただければありがたいというふうに

思っております。 

議 長（林 喜美雄君） １５番久保秀雄君。 

１５番（久保秀雄君） 今、総務課長から、この文書の解釈の問題で、こういう解釈ですという、示

されたわけですけれども、通常の議会の運営でいくと、そういう解釈はしないで、同意な

ら同意を求めると、こういう素直な表現になっているかと思うんですけれども、その辺の

ほうは統一をするとか訂正をしていただいたほうが、すっきりするんだなと、こういうふ

うに思います。 

（発言の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 総務課長。 

（総務課長 原澤志利君登壇） 

総務課長（原澤志利君） すみません。 

      解釈ということですけれども、すみません、私の記憶の中では、議会の同意を求めるも

ので、人事案件につきましては、求めるものでございますということを踏まえて、たしか

最後に、よろしくご審議の上、ご議決ということを、今までも言っていたような記憶がご

ざいますので、ぜひそういう形でお願いできればと思います。 

（発言の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 久保君。 

１５番（久保秀雄君） 総務課長の言わんとすることはわかるんですけれども、この文章の、議会の

議決を求めると、これを議会の同意を求めると、今までの文書というか議案書もそういう

表現だったと思うんですよ。 

      そうすると、ここで、あえてそんなわかりづらい表現をすることはないだろうと、こう

いう趣旨で、中身がどうのではなくて、その表現だけそういうふうに直したらどうですか

と、そういうことです。 

（発言の声あり） 
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議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 語句の訂正をお願いします。 

      「よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます」のところを「ご同意

賜りますようお願い申し上げます」に変更させていただきたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 質疑はほかにありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） 固定資産が少ない場合は評価員を置かなくてもいいというふうに解釈できる

ということなんですけれども、町の町税の大部分は固定資産税というふうなことで、少な

いというふうにはいえないんですけれども、そういう状態で今まで決定した……。 

議 長（林 喜美雄君） 原澤議員、マイクをちょっと。 

１３番（原澤良輝君） 固定資産が多い状態で決定して、今までの評価額というのは、扱いはどうい

うふうになるのか、教えてください。 

（発言の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 総務課長。 

（総務課長 原澤志利君登壇） 

総務課長（原澤志利君） すみません、私、税務課長ではないので、なかなか答弁になるかどうかわ

かりませんが、今までこの件につきましては、実際には評価員を税務課長が兼ねていたと。 

      ただ、議会の議決、ご同意を失念していた経緯がずっとあったということでございます

ので、今回改めて、先ほど原澤議員がおっしゃるように、町の固定資産とすると少ないと

はいえないという判断のもとで、今回ご提案させていただくということでございますので、

今までも固定資産評価については税務課長が、実際にはそこについていたということでご

ざいます。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１号の討論を終結いたします。 

      議案第１号、みなかみ町固定資産評価員の選任についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１号、みなかみ町固定資産評価員の選任については原案のとおり可決さ
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れました。 

      ここで岡田税務課長の退席を解きます。 

（税務課長 岡田宏一君着席） 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第９ 議案第２号 みなかみ町教育委員会委員の任命について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第９、議案第２号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第２号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてご説明申し上げます。 

      現在、教育委員会として平成２３年よりご活躍いただいております阿部剛氏が３月３１

日をもって任期満了となりますが、引き続き教育委員として阿部剛氏を任命いたしたく、

議会の同意を求めるものであります。 

      阿部剛氏は、豊富な経験を持ち、人格識見と申し分なく、教育委員として適任者であり

ます。 

      本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、本委

員の任命について議会の同意を得たく提案するものであります。 

      なお、任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条第１項の

規定により、平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日までの４年間でございます。 

      よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２号の討論を終結いたします。 

      議案第２号、みなかみ町教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２号、みなかみ町教育委員会委員の任命については原案のとおり同意さ
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れました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１０ 議案第３号 みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１０、議案第３号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第３号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

ご説明申し上げます。 

      地方税法及び航空燃料譲与税法の一部を改正する法律が平成２９年３月２７日に成立し、

国民健康保険における財政責任主体が都道府県になることに伴う国民健康保険税の改正部

分について、平成３０年４月１日から施行されることになっています。 

      これに伴い、国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 

      具体的には、県において保険給付費の実績や国から示される係数により県全体の保険給

付費等を推計し、市町村から徴収する納付金額を決定いたします。 

      そして、その県全体の納付金総額を、県と市町村で協議してきた方法により市町村ごと

の納付金額及び標準保険料率を県において決定いたします。 

      町は、国民健康保険税を賦課徴収し、県に納付金を納める仕組みへと改正されました。 

      法改正により、町での条例改正が必要な保険税賦課方式、保険税率、保険税の納付回数

について、みなかみ町国民健康保険運営協議会に諮問いたしました。 

      運営協議会において、群馬県全体の国民健康保険運営方針並びに県で示した標準保険料

率等を参考に検討いただき、諮問への答申をいただきました。 

      その内容を踏まえましての条例改正でございます。 

      主な改正内容は、賦課総額の算定方法を４方式から３方式に変更すること、保険税率に

つきましては、医療分の所得割率６.６％、均等割額２万６,０００円、平等割額１万９,

０００円、後期高齢者支援均等分の所得割率２.４％、均等割額９,７００円、平等割額７,

０００円、介護納付金分の所得割率１.８％、均等割額９,５００円、平等割額４,５００

円に改正、納期の回数につきましては年１２回から９回に変更するものでございます。 

      保険税額に関しましては、現行税率の額と比較しまして、町全体の保険税率総額で約２,

０００万、率で４.３％の引き下げになります。 

      また、納期は４月から６月は納付がなく、７月から３月までの９回になります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて……。 

（発言の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 声を出して挙手をお願いします。 

      質疑ありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） ３０年度の予算で４億８,０００万円の国保税の収入を計上しております。 

      ２９年度末の基金の予定はどのくらいなのか。 

      それから、これから基金はどのようになるのか、見通しがわかれば教えてください。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 原澤議員のご質問にお答えいたします。 

      基金の額、ちょっと正式な資料がないのであれなんですけれども、５億幾らかというよ

うな形でなっているかと思います。 

      また、基金につきましては、今までどおり町が持っていて、保険料等の、県に納付金と

いうような形で３０年度から納めるようになるんですけれども、保険税等で足らない部分

については、その基金等を取り崩して支払っていくような形になるかと思います。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第３号の質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。 

      議案第３号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、所管の

常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第３号、みなかみ町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、

所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１１ 議案第４号 みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１１、議案第４号、みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第４号についてご説明申し上げます。 

      本件につきましては、第７次一括法による公営住宅法の改正に伴い条例改正するもので
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あります。 

      内容といたしましては、公営住宅法改正による公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規

則の条の移動により、例規中の該当条の引用箇所について条例が発生しております。 

      それらに対応するため、町営住宅管理条例の一部を改正するものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第４号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第４号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第４号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第４号の討論を終結いたします。 

      議案第４号、みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例についてを採決いたしま

す。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第４号、みなかみ町営住宅管理条例の一部を改正する条例については原案

のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１２ 議案第５号 みなかみ町都市公園条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１２、議案第５号、みなかみ町都市公園条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第５号についてご説明申し上げます。 

      みなかみ町都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、平成２９年６月１４日

の都市公園法施行令一部改正により、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該

都市公園の敷地面積に対する割合、つまり運動施設率を地方公共団体の条例で定めること

が必要になったことにより、新たに公園施設の敷地面積の制限事項を追加するものです。 

      また、平成２９年５月１２日に都市公園法の改正により、公募設置管理制度が創設され、

これに対応するため公園施設の建築面積の基準、行為の制限等の改正が必要となりました。 
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      以上の理由により、みなかみ町都市公園条例の一部を改正する条例の議決を求めるもの

であります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第５号について質疑はありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） １３条で指定管理の項が新たに新設されたんですけれども、今後はこの指定

管理を導入する予定があるんでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 地域整備課長。 

（地域整備課長 古川文雄君登壇） 

地域整備課長（古川文雄君） お答えします。 

      指定管理については、既に指定管理制度を設けて、一部の公園では指定管理をしており

ますので、今までどおりということになります。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第５号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第５号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第５号の討論を終結いたします。 

      議案第５号、みなかみ町都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５号、みなかみ町都市公園条例の一部を改正する条例については原案の

とおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１３ 議案第６号 みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関  

            する基準を定める条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１３、議案第６号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたし

ます。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 
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（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第６号につきましてご説明申し上げます。 

      就学前の子供に関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正によ

り生ずる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正す

る内閣府令の条ずれに対応するための条例の一部を改正するものです。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第６号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第６号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第６号の討論を終結いたします。 

      議案第６号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第６号、みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１４ 議案第７号 みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例に  

            ついて  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１４、議案第７号、みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第７号についてご説明申し上げます。 

      町が実施する福祉医療制度の支給対象区分のうち、中学生までを対象とする子供の区分

につきまして、より一層の健康の管理と福祉の向上を図るため、１５歳に達する以降の最

初の３月３１日までの入院・通院を支給対象としているところを、１５歳に達する日以降

の最初の４月１日から１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの高校生世代に相当
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する者のうち、医療機関に入院して医療を受ける者を対象とするなど、高校生世代にかか

わる医療費助成の支給対象範囲を定めるものです。 

      また、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う住所地特例の見直しに付随す

る関係条文を改正するものです。 

      よろしくご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第７号について質疑はありませんか。 

      ３番鈴木初夫君。 

３ 番（鈴木初夫君） これは、町長が公約に出した内容ではないかと思いますが、これをやること

によって、国もしくは県、そういうところからペナルティー的なものが科せられる可能性

はあるのではないかという心配があるんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 鈴木初夫議員のご質問にお答えいたします。 

      ペナルティーについてなんですが、今回、入院のみということで提案させていただきま

して、やり方といたしましては償還払いということで、入院された方から申請を受けて、

それを後で本人に払うというような方法をとります。 

      そうしますと、ペナルティーはかからないようになりますので、そのような方法で進め

させていただければと考えております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） 今回の改正では入院ということなんですけれども、入院でない医療費につい

てはどういうふうに考えているのか、ちょっと教えてもらえれば。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 今回の改正につきましては入院費のみで、通院につきましては助成は

ないというような形になります。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

      ５番小林洋君。 

５ 番（小林 洋君） 確認なんですけれども、入院に限ってということなんですけれども、それは

例えば、手術を伴っているとか、そういうこと、手術代も含めてということなんですか。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 小林議員のご質問にお答えいたします。 

      もちろん手術というか、入院されれば支給するという、助成するというような形ですの

で、手術も含まれます。 
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      日帰りで、例えば手術ということになると、ちょっと入院扱い、レセプトによって入

院・通院というような判断が出てくると思いますので、１日でも入院というような扱いが

あるのかもしれないんですけれども、ちょっとその辺あれなんですけれども、手術はもち

ろん含まれるかと思います。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

      ６番林誠行君。 

６ 番（林 誠行君） 先ほどの課長の説明ですとあれですが、これは保険適用部分ということでよ

ろしいですか。 

      保険外の負担分とか、その範囲とか、そういうのは。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 林議員のご質問にお答えいたします。 

      保険外は適用になりません。 

      保険が適用になって、自己負担が通常３割かと思うんですけれども、その３割の部分に

つきまして助成するということで、今までの、例えば中学生まで、今現在そのような形で

福祉医療ということで助成をしているんですけれども、高校生世代まで、入院については

拡大するというようなやり方になるかと思います。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

      １５番久保秀雄君。 

１５番（久保秀雄君） ちょっと勉強不足で申しわけないんですけれども、みなかみ町に利根商業高

等学校というのがあろうかと思います。 

      そこで今、寮生活をしている生徒がいるかと思います。 

      住所はこちらへ持ってきているかどうか、ちょっと確認できていないんですけれども、

それらの子供たちについてどんな対応をするのかなと。 

      それと、もう一つは、今、林議員の質問の中で、保険内と、それとその３割と、こうい

う答弁だったと思いますけれども、それらを含めて、財源的に、それから人数的にどのぐ

らいを想定しているのかなと。 

      ぜひお聞かせいただきたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 久保議員のご質問にお答えいたします。 

      利根商生の寮、住民になっていれば、住民票を持ってきて住民になれば該当すると思い

ます。住民が対象ですので。 

      それから、対象人数なんですけれども、高校生が一応、こちらで国保の、国保しか、ち

ょっと町の状況わからないものですから、国保から推計したところ、入院人数の見込みが

一応２０人程度、それで入院費が４６０万円程度を見込んでおりまして、その個人負担分

３割ということで１３９万９,３１０円、また入院に係る食事代がありますので、それが
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８万４,３６７円ということで、一応こちらの推計といたしましては、３０年度、新制度

に移りまして入院分、１４８万３,６７７円というような形で推計をしております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第７号の質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。 

      議案第７号、みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について

は、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第７号、みなかみ町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

については、所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１５ 議案第８号 みなかみ町福祉作業所条例を廃止する条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１５、議案第８号、みなかみ町福祉作業所条例を廃止する条例につ

いてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第８号についてご説明申し上げます。 

      みなかみ町が実施主体となる社会福祉法人みなかみ町社会福祉協議会に管理及び運営を

委託しておりましたみなかみ町福祉作業所ぴっころは、平成２９年１０月より社会福祉法

人みなかみ町社会福祉協議会が事業者となり、就労継続支援Ｂ型事業所の許可を受け、障

害福祉サービス事業所ぴっころとして新たに開所となりました。 

      このことにより、みなかみ町が実施主体となっておりましたみなかみ町福祉作業所ぴっ

ころが閉所し、本条例の必要がなくなったため、これを廃止しようとするものであります。 

      よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第８号について質疑はありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） 効力が発するのは公布の日というふうな形になっているんですけれども、い

つを予定しているんですか。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 原澤議員のご質問にお答えいたします。 
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      公布の日につきましては、本日議決をいただければ本日付というような形になるかと思

います。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第８号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第８号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第８号の討論を終結いたします。 

      議案第８号、みなかみ町福祉作業所条例を廃止する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第８号、みなかみ町福祉作業所条例を廃止する条例については原案のとお

り可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１６ 議案第９号 みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１６、議案第９号、みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第９号についてご説明申し上げます。 

      介護保険の第１号被保険者の保険料につきましては、保険者である市町村が３年ごとに

介護保険事業計画の見直しを図り、保険料に反映させることが介護保険法の中で規定され

ております。 

      保険料の改定時期に当たり、平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険

料率を定めたところでありますが、現在の保険料率を据え置きとし、同率とすることから、

期間のみの変更とするものです。 

      また、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による

介護保険法の改正に伴う罰則規定にかかわる対象者の範囲が拡大されたことから、関係条

文を改正するものです。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 
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議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第９号について質疑はありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） 介護保険については、補正も出ているんですけれども、基金に１,９００万

円積み足すような形になっています。 

      ３０年度の予算も出ているんですけれども、８,７００万円という数字もちょっとあっ

たんですけれども、一応、基金は現在どのくらいで、どういうふうに予定しているのか、

ちょっと教えてください。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇） 

町民福祉課長（内田 保君） 原澤議員のご質問にお答えいたします。 

      基金のも、すみません、ちょっと今、手元に細かい資料がないんですが、八千何百万円

かの額になっているかと思います。 

      それで、今回、補正でも積み増しを予定しているんですが、その基金を取り崩しながら、

３０年度からの保険料を据え置きとさせていただくような方向で考えております。 

      以上です。よろしくお願いします。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第９号の質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。 

      議案第９号、みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例については、所管の常任委

員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第９号、みなかみ町介護保険条例の一部を改正する条例については、所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１７ 議案第１０号 みなかみ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に  

             ついて  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１７、議案第１０号、みなかみ町後期高齢者医療に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

      町長より、提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第１０号についてご説明申し上げます。 

      高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、住所地特例の適用を受けて従前の住所
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地の市町村国民健康保険の被保険者とされている者が、７５歳到達等により後期高齢者医

療に加入した場合には、住所地特例を引き続き従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の

被保険者とするものです。 

      よろしくご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１０号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第１０号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１０号の討論を終結いたします。 

      議案第１０号、みなかみ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

を採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１０号、みなかみ町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時４０分といたします。 

（１０時２９分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１０時４０分 再開）  

議 長（林 喜美雄君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１８ 議案第１１号 みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営  

             に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  

      議案第１２号 みなかみ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備  

             及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防  

             のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を  

             改正する条例について  

      議案第１３号 みなかみ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定  

             介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関  

             する基準を定める条例の一部を改正する条例について  
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      議案第１４号 みなかみ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基  

             準を定める条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第１８、議案第１１号、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてから議案第

１４号、みなかみ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

についてまで、以上４件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 議案第１１号から第１４号について一括してご説明申し上げます。 

      議案第１１号、第１２号及び１３号の３議案について、厚生労働省が定める各基準等が

改正されたことに伴い、関係条例の一部を改正するものであります。 

      まず、議案第１１号、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 

      主な内容としましては、指定地域密着型サービスに係る各基準を改めるとともに、新た

に共生型地域密着型サービスに関する基準を定める等であります。 

      次に、議案第１２号、みなかみ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 

      主な内容としましては、指定地域密着型介護予防サービスに係る各基準を改める等であ

ります。 

      次に、議案第１３号、みなかみ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について。 

      主な内容としましては、事業の運営に当たって連携に努めなければならないものに、障

害者総合支援法に規定する指定特定相談支援事業者を加える等であります。 

      次に、議案第１４号、みなかみ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例についてご説明申し上げます。 

      これは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等

に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い、平成３０年４月１日から居宅介護支援

事業の指定・監督権限が県から市町村に移管されることにより、当該事業の人員及び運営

に関する基準を定める必要が生じたことから、制定するものであります。 

      なお、いずれの議案についても、町の基準を定めるに当たって、法律で各基準の項目ご

とに、厚生労働省令で定める基準に伴い定めるもの、標準として定めるもの、基準を参酌

するものが示されており、その内容に沿って改正及び制定しようとしております。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 
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      議案第１１号について質疑はありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） 議案の１１号の指定地域密着型サービスの関係の条例の改正なんですけれど

も、これに新たに共生型地域密着型サービスというのが加わっているんですけれども、こ

の特徴というのをわかりやすく教えていただければと思うんですけれども。 

      あと、あれですかね、小規模多機能型の施設というのは９人以下というふうに解釈して

いたんですけれども、この人数はふえるというふうに理解していいんですか。 

議 長（林 喜美雄君） 今、町民福祉課長が調べておりますので、その間、ほかに質問ございます

か。 

      中島信義君。 

７ 番（中島信義君） この議案１１号の中に新たな文言として、介護医療院という文言が１つ加え

られておりますけれども、この介護医療院、どんな施設か、ちょっと説明いただければと、

そのように思います。 

      また、みなかみでいえば、どこにあるのかというのも、もしあったらお願いいたします。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇）  

町民福祉課長（内田 保君） それでは、すみません、初めに中島議員のご質問、介護医療院なんで

すけれども、要介護者に対し長期療養のための医療と日常生活上の世話、介護を一体的に

提供するということで、３０年度から新しく制度改正により設定されるような施設になっ

ておりまして、みなかみ町ではまだございません。 

      以上です。 

      それから、よろしいですか。 

議 長（林 喜美雄君） どうぞ。 

町民福祉課長（内田 保君） そうすれば、原澤議員のご質問にお答えいたします。 

      共生型地域密着型サービスといいますのは、高齢者と障害者が同一の事業所でサービス

を受けやすくするため、介護保険と障害福祉、両方の制度に新たに位置づけるサービスと

いうことで、今までですと制度的に介護保険と障害者の施設が区切られていたような形に

なっているんですけれども、共生型というような形で、両方が受けやすくなるような、こ

れも制度改正による新しい関係でございます。 

      それから、小規模多機能につきましては、定員は変わらないです。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

      ６番林誠行君。 

６ 番（林 誠行君） 先ほどの中島議員の質問の中で介護医療院なんですけれども、今まで介護だ

と介護、医療だと医療と別であったんですけれども、そうすると、介護に入っていても医

療的なものが受けられるような形になるんでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇）  

町民福祉課長（内田 保君） 新たな介護施設の創設ということで、３０年度、制度改正に伴いまし



H30-1（3.6）第 1 号 

－30－ 

て介護医療院というような名称の施設ができるわけなんですけれども、例えば病院や診療

所から新施設に転換するというような形になっておりますので、介護医療院としての指定

を受けるような形で、要介護者に対しまして長期療養のための医療と日常生活上の世話を

一体的に提供するというような形で、介護保険法上では介護保険施設として、医療法上で

は医療提供施設として法的に位置づけるというようなことになっております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１１号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第１２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１２号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第１３号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１３号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第１４号について質疑はありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） 第１４号の指定居宅介護支援の条例なんですけれども、今まで県が運営した

のを町に移管する理由というのはどういうことなのかということと、内容が変更されるの

かということと、それから予算措置はあるのかということで、ここは県に移しますよ、こ

れは町に移しますよみたいな矛盾というのはないのか、教えてください。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇）  

町民福祉課長（内田 保君） 居宅介護支援事業所、これは介護保険でいう、ケアマネ事業所とかよ

く言っているんですけれども、介護サービスの計画を立てる事業所のことでございまして、

移った理由の一つとしましては、より介護利用者に身近なところが指定するのがいいので

はないかというような形で、保険者である市町村に移譲されるというのが理由の一つとな

っております。 

      あと、すみません、原澤議員、どのような質問だったですか。 

１３番（原澤良輝君） 県が運営していたときと町が運営していたときで内容は変更されるのかどう

かということ。 

町民福祉課長（内田 保君） 中身は変わりません。ただ、市町村が今度指定するようになりますの

で、指導監査とかその辺が市町村に。市町村が指定になりますので、今度は勧告や命令、

指定の取り消しとか、いろいろなそういう処分の関係が町に移ってくるということでござ

います。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） まだ、予算とかはというのでちょっとあれなんですけれども。聞いたんです
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けれども。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇）  

町民福祉課長（内田 保君） 予算措置としては特に、職員が指定の申請を受けて、そういう事務手

続上になりますので、システムの中で、システム改修が、県が今まで、指定に係るシステ

ムを取り入れるのは、もう既に入っているような状況でございます。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１４号の質疑を終結いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第１１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１１号の討論を終結いたします。 

      議案第１１号、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１１号、みなかみ町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第１２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１２号の討論を終結いたします。 

      議案第１２号、みなかみ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 
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      よって、議案第１２号、みなかみ町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第１３号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１３号の討論を終結いたします。 

      議案第１３号、みなかみ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１３号、みなかみ町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第１４号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１４号の討論を終結いたします。 

      議案第１４号、みなかみ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１４号、みなかみ町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準を定める条例については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１９ 議案第１５号 みなかみ町工場立地法に基づく地域準則条例について  
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議 長（林 喜美雄君） 日程第１９、議案第１５号、みなかみ町工場立地法に基づく地域準則条例

についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇） 

町 長（前田善成君） 議案第１５号につきましてご説明申し上げます。 

      工場を設置する場合、緑地及び環境施設について、敷地面積に対する割合を国が定めて

おりますが、自治体の裁量の範囲内で設定することができ、みなかみ町においても、政所

地区、真庭地区、矢瀬蟹枠工業団地、栃原農工団地、須川平農工団地について適用してお

ります。 

      しかし、根拠法令である企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律の改正が行われたことにより、現条例を廃止し、引用法令を工場立地法第

４条の２第１項の規定に変えて、新規に制定するものです。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１５号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１５号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第１５号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１５号の討論を終結いたします。 

      議案第１５号、みなかみ町工場立地法に基づく地域準則条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１５号、みなかみ町工場立地法に基づく地域準則条例については、原案

のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２０ 議案第１６号 みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第２０、議案第１６号、みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 
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（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 議案第１６号につきましてご説明申し上げます。 

      まず、第２条第１号と重複する第２条第２号中における平成２４年みなかみ町条例第２

３号を削除するものです。 

      次に、群馬県産業建設部の指導により、第５条第１項第２号中の「設備資金」の次に

「（土地を除く）」を加えるものです。 

      ３点目として、群馬県では、中小企業への支援策並びに小口資金に関する返済負担の軽

減策として、平成２１年１２月から実施している借りかえ要件緩和の特例措置について、

平成１５年度から実施している売り上げ減少等の要件を満たす場合の借りかえ制度につい

て引き続き実施することから、附則第３項中の平成３０年３月３１日を平成３１年３月３

１日に改めるものです。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１６号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１６号の質疑を終結いたします。 

      これより議案第１６号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１６号の討論を終結いたします。 

      議案第１６号、みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についてを採決

いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１６号、みなかみ町小口資金融資促進条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２１ 議案第１７号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 デイサ  

             ービスセンターほたるの苑）  

      議案第１８号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 水上デ  

             イサービスセンター）  

      議案第１９号 指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 新治ふ  

             れあいセンター）  

      議案第２０号 指定管理者の指定について（みなかみ町福祉センター）  
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      議案第２１号 指定管理者の指定について（みなかみ町真沢ファーム交流施設）  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第２１、議案第１７号、指定管理者の指定について（みなかみ町通所

介護事業所 デイサービスセンターほたるの苑）についてから議案第２１号、指定管理者

の指定について（みなかみ町真沢ファーム交流施設）についてまで、以上５件を一括議題

といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 議案第１７号から２１号まで一括してご説明申し上げます。 

      本年度において指定管理期間が満了する１３施設のうち、１２月定例会において議決い

ただいた８施設を除く残り５施設について上程させていただきます。 

      この５施設の内訳は、デイサービスセンターほたるの苑、水上デイサービスセンター、

新治ふれあいセンター、福祉センター、真沢ファーム交流施設であり、昨年１２月１６日

から１月２２日まで公募を行い、１月３１日にみなかみ町公の施設指定管理者選定委員会

において選考を行い、答申をいただきました。 

      デイサービスセンターほたるの苑、水上デイサービスセンター、新治ふれあいセンター

及び福祉センターについては、みなかみ町社会福祉協議会１者のみの応募でありました。 

      みなかみ町社会福祉協議会につきましては、現在の指定管理者であり、実績も良好であ

ると伺っています。 

      真沢ファーム交流施設につきましては、株式会社ピーエイ、株式会社月夜野振興公社、

一般社団法人みなかみ町体験旅行の３者の応募がありました。 

      選定された株式会社ピーエイは、東京証券取引所二部に上場され、広告宣伝事業を中心

に展開している会社であり、ウエブを媒体としたマーケティングの強みを持ち、既に沖縄

などで宿泊施設を運営している実績を有しています。また、震災直後から福島県と連携し、

農業の６次産業化や企業支援などの地域活性化事業を行い、日本一規制の厳しい京都市に

おいて常設バザールの運営を行うなどの実績もあります。 

      いずれの施設についても、指定期間につきましては、平成３０年４月１日から３年間と

なっております。 

      以上、一括してご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願

い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      議案第１７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１７号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第１８号について質疑はありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） １８号の水上デイサービスセンターなんですけれども、前回の期間中に食中
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毒の問題を起こしたというふうに聞いているんですけれども、これの責任とか、そういう

措置はどうなったか、教えてください。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇）  

町民福祉課長（内田 保君） 昨年、食中毒事件がございました。全協でも経過なり結果を報告させ

ていただいているんですけれども、全員が重病になることなく、入院はされていたんです

けれども、退院されており、またいろいろな保健所等の指導を受けて研修等を重ねて、二

度と起こらないような形で進めていきたいというようなことで社協から報告は受けており

ます。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１８号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第１９号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１９号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第２０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、議案第２０号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第２１号について質疑はありませんか。 

      ３番鈴木初夫君。 

３ 番（鈴木初夫君） この真沢の森の経営については、近年、大変厳しい状況が続いているという

ことで聞いております。昨年、特例として５００万円の補助金をこの指定管理しておりま

す真沢の森のほうに、議会のほうで認めていただいて、補助金として出していると思いま

す。 

      既にその前に小口融資を受けているとのことですが、この指定管理がピーエイですか、

ここになった場合、前に経営していた月夜野振興公社については、その小口の借り入れが

既に済んでいるのであればいいんですけれども、もしその借り入れがまだ滞っているよう

であると、今度は誰がその責任をとっていくのかというような問題もありますので、また

次のこのピーエイという会社がどういう会社かよくわかりませんが、ここで引き継いでも

らえるようであればいいんですけれども、いずれにしましても月夜野振興公社というのは、

このみなかみ町が８０％を出資している会社だと思います。この処理についてどのように

考えているのか、お伺いしたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 観光商工課長。 

（観光商工課長 澤浦厚子君登壇）  

観光商工課長（澤浦厚子君） 鈴木議員の質問にお答えいたします。 

      ピーエイという会社に決定をしたわけですけれども、運営とか施設管理の関係もありま

すので、今、ピーエイと公社のほうで、業務提携ができるか、そういった形で協議をして
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いるところでございます。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 鈴木君。 

３ 番（鈴木初夫君） ということは、まだ協議が調っていないというような話に聞こえたんですけ

れども、そういう理解でよろしいんですか。このままいくと、質問は３回しかできません

ので、これでどんどん質問するわけにいきませんので、その辺をよろしくお願いします。 

議 長（林 喜美雄君） 観光商工課長。 

（観光商工課長 澤浦厚子君登壇）  

観光商工課長（澤浦厚子君） お答えいたします。 

      今、調整をしているところと申し上げましたけれども、継続的にですね、今までの経営

のこともありますし、またやはり今度受けるピーエイという会社が地域的なことの、事情

についても余りまだ詳しくないということもありますので、従業員のことであったり、そ

ういったことで、提携をしていけるかどうかというところを模索しているところでござい

ます。いい方向で進んでいるというふうに考えております。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、指定管理のほうで上程させていただいています。今のところまだピーエ

イさんが、ここで議決していただかないと、決まったことにならないので、それが済み次

第ある程度の協議に入らないといけないので、その辺のところを加味していただいて判断

していただければ。今までやったものについて、ある程度引き継ぎをしていただくような

方向で話はさせていただきたいとは考えていますので、よろしくお願いします。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

      鈴木初夫君。 

３ 番（鈴木初夫君） まだいろいろ協議が調っていないということは、振興公社そのものがもしこ

れで終わりになってしまえば、その分の負債というものが町にかかってくるような気がす

るんですけれども、その答えはどうもいただけないようなんですけれども。 

      それとあと、真沢の森を設置したときに、地元協力会というのがありまして、あそこに

行く道路ですか、そういうものを、今までは細い道しかなかったのを、道路をつくったり、

あと、山野草料理をやっていましたので、地元の山林なり、あとは畑に入って山野草をと

った場合も、みんな協力していこうということで話し合いができていたわけなんですけれ

ども、そこで今までは日帰り入浴券、５０％割引の券をその協力会のほうに出していたん

ですけれども、今後そういうことも引き継がれていくのかどうかをお聞きしたいと思いま

す。 

議 長（林 喜美雄君） 観光商工課長。 

（観光商工課長 澤浦厚子君登壇）  

観光商工課長（澤浦厚子君） ただいまのご質問の件ですけれども、そういったことも含めて検討に

入っているということであります。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） さっきのお話の中でもちょっとさせていただいたんですが、そういったもの
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も含めて引き継いでいただくように話し合いを持つ場を設定していますので、設定してじ

ゃない、これを決定していただければそういうことになると思いますので、よろしくお願

いします。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありますか。 

      小野章一君。 

１６番（小野章一君） この指定管理者制度については、公共施設を民間の方々に公募によって、よ

かれという方に運営をしてもらうということが筋であります。そこに決定された管理者に

ついては、責任を負うということが第一前提だというふうに思っております。ただし、先

ほどの鈴木議員のことにもありました、前回のときに補正で５００万とりました。につい

ては、これは当時の町長は特例的にということで認めたわけであります。ただ、一面を見

ますと、月夜野振興公社というところの出資が町が８０％ということで、その中でありま

す。 

      今回、株式会社ピーエイというところが指定管理者制度の中で３年間を管理運営してい

ただくわけでありますけれども、先ほど月夜野振興公社のものは３月３１日をもって一区

切りという解釈は当然あるわけでありまして、４月１日から新たに指定管理の中でしてい

ただく方がこのピーエイということだというふうに解釈していいのではないかなというふ

うに思うわけであります。 

      先ほど、あと６カ月残すところで管理運営ができないということで急遽補正をとったわ

けですけれども、やはりそれはどういう形であれ、９月の決算のときに新たな問題が生じ

るのではないかなというものはありますけれども、この関係では、ピーエイがこの審査に

よって、また町の条例により、仕様書により管理をしていただくということの審査かなと

いうふうに思っております。につきまして、これについては、先ほども申しました公募状

況ということが１つ、その責任は、ごめんなさい、先ほどのことは責任として負わなけれ

ばならないということが前提でありますし、また今の指定管理者制度が今、議案として出

されているわけですけれども、この公募状況を知らせていただきたいということ。 

      また、この指定管理料については、やはりそれなりに、ピーエイが受けるときに提示さ

れたものはどのぐらいなのかということをお聞きしたいというふうに思っております。 

議 長（林 喜美雄君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 宮崎育雄君登壇）  

総合戦略課長（宮崎育雄君） 指定管理者制度を管轄しておりますので、総合戦略課のほうからお答

えさせていただきます。 

      まず最初の指定管理料の件でございますが、今回の選定に当たっては、指定管理料はお

支払いはしないということを前提に選定をしております。 

      それから、公募状況でございますが、先ほど町長の提案理由の中でもありましたように、

３者ございました。株式会社ピーエイ、それから月夜野振興公社、みなかみ体験旅行とい

うことで、３者ございました。 

      選定委員会の中で、それぞれの項目をつけまして、点数方式で採点をしてまいりました。

その結果、１者、みなかみ体験旅行が一番点数が高かったわけでございますが、その後、
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みなかみ体験旅行より辞退届が出されました。ということで、２番目に点数が高かった株

式会社ピーエイに決定をされたという経過でございます。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかに。 

      小野章一君。 

１６番（小野章一君） ちょっと前後しますけれども、先ほど小口融資の関係、月夜野振興公社につ

いては、小口融資の関係と、またこの半年間、５００万補正をとってやっていただいたけ

れども、なおかつ赤字ということもあろうかなというふうにも想像するわけでありますけ

れども、先ほど課長が言っておりました、これについてはピーエイが引き継ぐということ

を協議しているということもちょっと聞かれるわけですけれども、本来であれば、先ほど

私が申しましたように、ここで一区切りということが大前提ということも申しましたけれ

ども、そこら辺のところを改めてお聞きしたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 宮崎育雄君登壇）  

総合戦略課長（宮崎育雄君） ただいまの質問にお答えします。 

      まず、財務的な引き継ぎというのはないということでよろしいのかと思います。したが

って、借入金の引き継ぎですとか、そういったことが生じるということはないと思います。 

      ただ、先ほど観光商工課長が申し上げました引き継ぎという意味は、町長のほうからる

る説明がありましたように、地域の方との連携ですとか、事業内容の継続ですとか、そう

いった意味において引き継ぎをされていくということで伺っております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありますか。 

      ４番石坂武君。 

４ 番（石坂 武君） 指定管理者にピーエイということで今提示があるわけですけれども、るる話

が出ておりますけれども、今までの運営状況が大変厳しいという部分については、ある程

度ピーエイとして把握をしているところでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 宮崎育雄君登壇）  

総合戦略課長（宮崎育雄君） 審査の中でそれぞれの応募者からプレゼンをしていただきました。そ

の中では、ピーエイのプレゼンにおいて、厳しいということは十分認識をしている。ただ、

指定管理者としてやっていくだけの価値がそこに認められるということで手を挙げさせて

いただいたというような説明がございましたので、十分現状を認識している中での応募と

いうふうに捉えております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂武君。 

４ 番（石坂 武君） 先ほど町長の話の中で今後詳細については詰めていくんだと、そういう話が

あったわけですけれども、話が行って来いになっていると思うんですけれども、その中に

は借入金だとか、そういった部分の調整というものは含まないよと、そういうことでしょ
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うか。 

議 長（林 喜美雄君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 宮崎育雄君登壇）  

総合戦略課長（宮崎育雄君） お答えします。 

      繰り返しになるかもしれないんですけれども、一応財務の関係においては、別会社でご

ざいますので、その引き継ぎというのは生じないということが原則だと思います。ですか

ら、月夜野振興公社の借入金をそのまま引き継ぐとか、そういうことはないということで

ございます。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂武君。 

４ 番（石坂 武君） そうしますと、融資に係る残金の処理が気になるところなんですけれども、

その辺はどう考えていますか。 

議 長（林 喜美雄君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 宮崎育雄君登壇）  

総合戦略課長（宮崎育雄君） ただいまの質問にお答えします。 

      月夜野振興公社の今後の扱いについては、この後、先ほど町長が申し上げましたように、

ピーエイとの連携をどういった形でやっていくかということについて協議をしていくこと

になると思います。その中で、ランドオペレーションを受け持つとか、そういったことも

多分出てくるんだと思います。そこで業務が継続できるようであれば、今のままの状態で

業務を執行していくと。その業務の中から借入金については返済していくというような形

になるんだと思います。それについて詳細な調整をさせていただくということでございま

す。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありますか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２１号の質疑を終結いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第１７号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１７号の討論を終結いたします。 

      議案第１７号、指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 デイサービス

センターほたるの苑）についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１７号、指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 デイ

サービスセンターほたるの苑）については、原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第１８号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１８号の討論を終結いたします。 

      議案第１８号、指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 水上デイサー

ビスセンター）についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１８号、指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 水上

デイサービスセンター）については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） 次に、議案第１９号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第１９号の討論を終結いたします。 

      議案第１９号、指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 新治ふれあい

センター）についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第１９号、指定管理者の指定について（みなかみ町通所介護事業所 新治

ふれあいセンター）については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第２０号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２０号の討論を終結いたします。 

      議案第２０号、指定管理者の指定について（みなかみ町福祉センター）についてを採決

いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２０号、指定管理者の指定について（みなかみ町福祉センター）につい

ては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第２１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２１号の討論を終結いたします。 

      議案第２１号、指定管理者の指定について（みなかみ町真沢ファーム交流施設）につい

てを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２１号、指定管理者の指定について（みなかみ町真沢ファーム交流施

設）については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２２ 議案第２２号 町道路線廃止について  

      議案第２３号 町道路線認定について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第２２、議案第２２号、町道路線廃止についてから議案第２３号、町

道路線認定についてまで、以上２件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 議案第２２号、第２３号につきましては関連がございますので、一括して提

案理由を申し上げます。 

      本案につきましては、町内の道路につきまして、現在認定されています町道のうち１０

路線を廃止し、新たに１２路線を認定するものであります。 

      議案第２２号では、町道の改良を理由に４路線、町道の新設を理由に１路線、土地改良

事業区域内の道路整備を理由に３路線、その他の理由を合わせまして計１０路線、総延長

２,７１４.８８メートルを廃止するものであります。 

      議案第２３号では、この廃止路線のうち、起点または終点を変更したものを４路線、路

線の組みかえを行ったものを３路線、一部廃道により分割した路線を３路線、計１０路線

の再認定をするとともに、２路線を新規に認定し、合わせて１２路線、総延長２,７７３.
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５２メートルを認定するものであります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しました。 

      これより質疑に入ります。 

      議案第２２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２２号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第２３号について質疑はありませんか。 

      １３番原澤良輝君。 

１３番（原澤良輝君） 新たに認定される２０６７－１から３なんですけれども、廃止された２０６

７というのとほぼ同じところなんですけれども、これは区画整理か何かをやったようなと

ころなんでしょうか。ちょっと図面が小さくてわからないんですけれども、お願いします。 

議 長（林 喜美雄君） 地域整備課長。 

（地域整備課長 古川文雄君登壇）  

地域整備課長（古川文雄君） お答えします。 

      この新たに認定する３路線、２０６７－１から３については、廃止のほうで２０６７を

廃止して、一部を外して再認定するものです。 

      ついている路線網図の７ページの部分なんですけれども、この２０６７－３と２０６７

－２の間の部分が結果的には廃止になるということです。ここについては、もともと民地

だったところを認定していたものです。ここが、開発によるものですが、太陽光発電所が

できまして、地主からこれについては外してほしいという申し出がありました。 

      この部分については、ちょっと細かいんですけれども、２０７０というのがその上にあ

りますので、この路線を通ることができますので、問題がないということで、この部分の

みを廃止しているということになります。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２３号の質疑を終結いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） これより議案第２２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２２号の討論を終結いたします。 

      議案第２２号、町道路線廃止についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２２号、町道路線廃止については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

議 長（林 喜美雄君） 次に、議案第２３号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２３号の討論を終結いたします。 

      議案第２３号、町道路線認定についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２３号、町道路線認定については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２３ 議案第２４号 平成２９年度みなかみ町一般会計補正予算（第４号）について  

      議案第２５号 平成２９年度みなかみ町介護保険特別会計補正予算（第１号）に  

             ついて  

      議案第２６号 平成２９年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第２号）  

             について  

 

議 長（林 喜美雄君）  日程第２３、議案第２４号、平成２９年度みなかみ町一般会計補正予算

（第４号）についてから議案第２６号、平成２９年度みなかみ町下水道事業特別会計補正

予算（第２号）についてまで、以上３件を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 議案第２４号から２６号まで一括してご説明申し上げます。 

      最初に、議案第２４号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,０６９万９,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４６億３０３万４,０００円とするものです。 

      歳出補正の主なものは、２款総務費で、１項総務管理費１億３,５３４万２,０００円の

増額は、ふるさと納税推進事業４,１７２万円及びふるさと応援基金管理事業９,０００万

円が主なものです。 

      ３款民生費では、１項社会福祉費９９７万６,０００円の増額は、障害福祉サービス事

業１,７２０万４,０００円が主なものです。２項児童福祉費１,５４５万円の減額は、保

育等施設給付事業１,１０５万円が主なものです。 
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      ６款農林水産業費では、１項農業費２,４１０万円の減額は、小規模農村整備事業１,２

２０万円が主なものです。２項林業費６,５２５万８,０００円の減額は、里地・里山保全

整備事業４,７６４万４,０００円及び有害鳥獣侵入防止柵設置事業５２７万２,０００円

が主なものです。 

      ８款土木費では、２項道路橋梁費７,８２５万円の増額は、町道真政線整備事業６,００

０万円及び道路除排雪事業３,０００万円が主なものです。 

      １０款教育費では、４項高等学校費２,０００万円の減額は、利根沼田学校組合地方交

付税交付事業です。 

      １４款予備費では、１,９００万円の増額は、平成２９年１０月２２日施行の衆議院議

員選挙等に伴う予備費充当分です。 

      財源となる歳入補正の主なものは、町税７,０００万円の増額は、町民税３,５００万円

及び固定資産税１,６００万円が主なものです。 

      国庫支出金３,６８７万９,０００円の減額は、社会資本整備総合交付金１,９４０万２,

０００円及び防災安全交付金２,３８４万円が主なものです。 

      県支出金７,９３８万２,０００円の減額は、ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助

金４,９６０万８,０００円及び小規模農村整備事業補助金１,２８３万１,０００円が主な

ものです。 

      寄附金１億円の増額は、ふるさと寄附金です。 

      繰入金４,０４２万円の増額は、財政調整基金繰入金６,１５７万８,０００円が主なも

のです。 

      また、平成２９年から３０年度への繰越明許費は、第２表のとおりであります。関係機

関の地元等との調整に不測の日数を要した事業等、年度内に事業が完了できないため、総

額で６億５,９５６万８,０００円の繰越明許をお願いするものであります。 

      以上が一般会計の補正内容であります。 

      続けて、議案第２５号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ１億１,１０２万８,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６億２,２０２万８,０００円とするものです。 

      歳出補正の主なものは、２款保険給付費６,５００万円の増額は、介護サービス等諸費

１億円の増額、介護予防サービス等諸費３,５５０万円の減額が主なものです。 

      ５款基金積立金１,９９９万９,０００円の増額は、介護給付費準備基金積立金事業です。 

      ７款諸支出金１,５００万の増額は、償還金事業です。 

      財源となる歳入補正の主なものは、繰入金８,５７０万４,０００円、支払基金交付金１,

９０４万円及び国庫支出金１,７７２万４,０００円の増額、繰入金２,１５０万の減額で

す。 

      以上が介護保険特別会計の補正内容であります。 

      次に、議案第２６号についてご説明申し上げます。 

      既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６,０６０万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８億３,１９１万４,０００円とするものです。 
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      歳出補正の主なものは、２款下水道事業費４,９５２万２,０００円の減額は、下水道費

１,３６０万及び流域下水道費２,９３２万２,０００円が主なものです。 

      ３款公債費１,０１０万円の減額は、企業債元金及び利子償還金事業です。 

      財源となる歳入補正の主なものは、町債５,９６０万円の減額です。 

      以上が下水道事業特別会計の補正内容であります。 

      議案第２４号から２６号まで一括して説明させていただきました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了いたしました。 

      お諮りいたします。 

      議案第２４号、平成２９年度みなかみ町一般会計補正予算（第４号）についてから議案

第２６号、平成２９年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてまで

の質疑以降について、後日の本会議において審議したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２４号、平成２９年度みなかみ町一般会計補正予算（第４号）について

から議案第２６号、平成２９年度みなかみ町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてまでの質疑以降については、後日の本会議において審議することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２４ 議案第２７号 平成３０年度みなかみ町一般会計予算について  

      議案第２８号 平成３０年度みなかみ町国民健康保険特別会計予算について  

      議案第２９号 平成３０年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計予算について  

      議案第３０号 平成３０年度みなかみ町介護保険特別会計予算について  

      議案第３１号 平成３０年度みなかみ町下水道事業特別会計予算について  

      議案第３２号 平成３０年度みなかみ町水道事業会計予算について  

 

議 長（林 喜美雄君） 日程第２４、議案第２７号、平成３０年度みなかみ町一般会計予算につい

てから議案第３２号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計予算についてまで、以上６件

を一括議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長前田善成君。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 議案第２７号から３２号まで一括して説明申し上げます。 

      議案第２７号から順次説明させていただきます。 

      一般会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３８億６,０００万円と定めまし

た。前年度比２％の減であります。 

      歳出の主な内容を申し上げますと、１款議会費１億４,９４９万３,０００円は、議員報
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酬、地方議会議員共済会負担金等であります。 

      ２款総務費２０億８,６３５万円は、総務管理費が１８億１,９２６万９,０００円で、

主な内訳は、職員人件費等の一般管理費８億１,８８９万９,０００円、企画費２億９,４

４７万円及び地域振興費２億８,２３７万８,０００円であります。また、そのほかの主な

ものは、徴税費１億７,５４５万２,０００円及び戸籍住民基本台帳費５,８７０万７,００

０円であります。 

      ３款民生費２６億１,２８３万円は、社会福祉費が１７億４,４３０万４,０００円で、

主なものは、障害者福祉費４億７,４２７万円、介護保険費４億３１３万円及び後期高齢

者医療費４億５０５万円であります。また、児童福祉費８億６,８４８万７,０００円は、

児童手当費等の児童措置費２億２,７７８万２,０００円及び保育等施設費５億５２５万円

などがあります。 

      ４款衛生費１２億８,８１８万４,０００円は、保健衛生費４億９,０７９万円及び清掃

費６億２,３７６万７,０００円などがあります。 

      ５款労働費１,６１０万６,０００円は、主に勤労者生活資金融資の貸付金であります。 

      ６款農林水産業費８億６３８万７,０００円は、農業費が６億５,６３２万９,０００円

で、主なものは、農業振興費１億３,９３４万４,０００円及び農地費３億５７７万１,０

００円です。 

      ７款商工費５億１,８０５万２,０００円は、観光費が４億３,７６０万４,０００円で、

観光振興事業等の観光総務費２億２,８６９万６,０００円及び観光施設費８,９４８万４,

０００円などであります。 

      ８款土木費２１億１,３８１万３,０００円は、道路橋梁費が１０億４,６６８万７,００

０円で、道路維持費１億９,５６０万５,０００円、道路新設改良費１億９０９万５,００

０円、橋梁維持費２億１,１０８万４,０００円及び除雪費２億７,８９０万９,０００円な

どがあります。都市計画費５億３９４万２,０００円では、主なものは、公共下水道費４

億９６６万３,０００円であります。住宅費５億３,２０９万円では、住宅・建築物安全ス

トック形成費等の住宅管理費であります。 

      ９款消防費６億１１５万７,０００円は、利根沼田広域消防費の常備消防費３億６,２５

７万円が主なものであります。 

      １０款教育費１４億８９２万９,０００円は、小中学校トイレ改修事業等の教育総務費

２億９,３６８万３,０００円、利根沼田学校組合教育施設整備費補助金事業の高等学校費

４億９,２０２万４,０００円、社会教育費１億３,９５０万８,０００円及び学校教育費２

億３,７５９万６,０００円が主なものです。 

      １２款公債費２２億５５９万３,０００円は、町債の元利償還金及び一時借入金利子で

あります。 

      １３款諸支出金３０２万６,０００円の主なものは、土地開発公社に対する補助金等で

あります。 

      次に、財源となる歳入の主なものは、町税３３億９,５００万円、地方消費税交付金３

億４,０００万円、地方交付税４６億円、国庫支出金８億９,１３８万３,０００円、県支
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出金８億３,５９５万９,０００円、繰入金１４億７,７００万円及び町債１２億２,５１０

万円であります。なお、地方交付税等の依存財源につきましては、国の地財対策等を参考

として、また町税等の自主財源につきましては、過去の実績や最近の傾向等に基づき算出

いたしました。 

      債務負担行為につきましては、第２表のとおりであります。施設の指定管理等について、

平成３１年度以降の債務負担行為の設定をお願いするものであります。 

      また、地方債でありますが、第３表のとおり、総額は１２億２,５１０万円です。臨財

債４億５,０００万円、過疎債６億６,１７０万円及び合併特例債１億１,３４０万円であ

ります。 

      以上が一般会計の概要であります。 

      次に、議案第２８号についてご説明申し上げます。 

      国民健康保険特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５億１００万円と定

めました。前年度比２２.８％の減であります。制度改正による広域化に伴い、歳入及び

歳出の科目変更を行いました。 

      歳出の主なものは、２款保険給付費１７億７,０６０万７,０００円は、療養諸費１５億

２,８８１万８,０００円及び高額療養費２億２,８７８万１,０００円などであります。 

      ３款国民健康保険事業納付金６億５,６５０万円は、医療給付金分４億５,６００万円及

び後期高齢者支援金等分１億４,５５０万円などであります。 

      財源となる歳入の主なものは、国民健康保険税４億８,０４８万６,０００円、県支出金

１７億６,７６３万９,０００円及び繰入金２億３,０１８万５,０００円であります。 

      以上が国民健康保険特別会計の概要であります。 

      次に、議案第２９号についてご説明申し上げます。 

      後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８,７００万円

と定めました。前年度比６.３％の増であります。 

      歳出の主なものは、１款総務費７５０万６,０００円は、総務管理費１４５万１,０００

円及び徴収費６０５万５,０００円であります。 

      ２款後期高齢者医療広域連合納付金２億６,０１９万３,０００円は、保険料及び事務費

等負担金であります。 

      ４款保健事業費８６３万２,０００円は、健康診査事業であります。 

      財源となる歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料１億６,２６０万６,０００円及び

繰入金１億４６４万円であります。 

      以上が後期高齢者医療特別会計の概要であります。 

      次に、議案第３０号につきましてご説明申し上げます。 

      介護保険特別会計の歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ２５億７,５００万円と定めま

した。前年度比２.５％の増であります。 

      歳出の主なものは、１款総務費３,０７１万７,０００円は、総務管理費５３４万１,０

００円、徴収費３５６万８,０００円及び介護認定審査費２,１６１万２,０００円であり

ます。 
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      ２款保険給付費２３億５,０００万円は、介護サービス等諸費２０億９,６２０万円、介

護予防サービス等諸費９,０７１万円、高額介護サービス等費４,８８８万円及び特定入居

者介護サービス等費１億３６３万５,０００円が主なものであります。 

      ３款地域支援事業費１億５,６７０万７,０００円は、介護予防事業費１億２４万７,０

００円及び包括的支援事業費５,１６４万８,０００円などであります。 

      財源となる歳入の主なものは、介護保険料４億７,６３０万円、国庫支出金６億３,７５

０万１,０００円、支払基金交付金６億６,１５７万１,０００円、県支出金３億７,３９７

万５,０００円及び繰入金４億５２万９,０００円であります。 

      以上が介護保険特別会計の概要であります。 

      次に、議案第３１号についてご説明申し上げます。 

      下水道事業特別会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億円と定めました。前

年度比０.１％の増であります。 

      歳出の主なものは、２款下水道事業費３億８,５２８万７,０００円は、公共下水道費９,

１５５万８,０００円、特定環境保全公共下水道費１億１,６７６万５,０００円及び流域

下水道費１億６,９６１万８,０００円などであります。 

      ３款公債費４億４,９００万円は、長期債償還元金及び利子であります。 

      財源となる歳入の主なものは、使用料及び手数料２億５,３０８万５,０００円、繰入金

４億９６６万３,０００円及び町債１億８,４６０万円であります。 

      以上が下水道事業特別会計の概要であります。 

      次に、議案第３２号についてご説明申し上げます。 

      水道事業会計の収益的収入では、上水道事業収益４億１,７００万円の主なものは、水

道料金及び一般会計補助金であります。 

      収益的支出では、上水道事業費用３億９,９００万円の主なものは、営業費用の動力費、

職員人件費及び減価償却費となっており、営業外費用では企業債利息であります。 

      資本的収入では、上水道事業資本的収入３億５,４００万円は、企業債１億１,３４０万

円、国・県補助金７,５６０万円、補助金５,１１６万２,０００円及び出資金１億１,３４

０万円などであります。 

      資本的支出では、上水道事業資本的支出４億５,３００万円は、建設改良費３億３,６６

７万４,０００円及び企業債償還金１億１,６３２万６,０００円であります。 

      猿ヶ京浄水建設工事の継続費につきましては、継続費に関する調書のとおりであります。 

      以上が水道会計の概要であります。 

      議案第２７号から３２号まで一括して説明させていただきました。よろしくご審議の上、

ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長の提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。 

      なお、質疑につきましては、後日、連合審査会が設けてありますので、詳細につきまし

てはそちらでお願いをいたします。ここでは大枠のところの質疑とさせていただきます。 

      まず、議案第２７号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２７号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第２８号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２８号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第２９号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第２９号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第３０号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第３０号の質疑を終結いたします。 

      続いて、議案第３１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第３１号の質疑を終結いたします。 

      次に、議案第３２号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ありませんので、これにて議案第３２号の質疑を終結いたします。 

      お諮りいたします。 

      議案第２７号、平成３０年度みなかみ町一般会計予算についてから議案第３２号、平成

３０年度みなかみ町水道事業会計予算についてまで、以上６件について、質疑以降につい

ては、委員会議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第２７号、平成３０年度みなかみ町一般会計予算についてから議案第３２

号、平成３０年度みなかみ町水道事業会計予算についてまで、以上６件について、質疑以

降については、委員会議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

      ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

（１２時０５分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１３時００分 再開）  

議 長（林 喜美雄君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２５ 一般質問  

 

通告順序１  ４番 石 坂   武   １．防災無線の全地域設置に向けて  

                    ２．町内各施設トレーニング器具の有効活用  
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議 長（林 喜美雄君） 日程第２５、一般質問を行います。 

      一般質問については、９名の議員より通告がありました。 

      本日は、４名の方の質問を順次許可いたします。 

      まず、４番石坂武君の質問を許可いたします。 

      石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） ４番、石坂、議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

      本日につきましては２問質問させていただきます。 

      初めに、防災無線の全地域設置に向けてということで、これについては町長の公約の一

つでもあり、前町長に対して私自身も既に機会あるたびに質問もしている状況であります。 

      所管の総務文教常任委員会においても調査研究をしているところです。昨年の１２月の

定例議会のときにも常任委員長よりその必要性について報告がされています。 

      水上地区においては既にオフトークサービスが終了し、スマホ、携帯を除き、現状、サ

イレンによる伝達に頼っている状況であります。月夜野地区、新治地区における現状のサ

ービスも、数年後には終了するということになっております。 

      なお、通告の時点では３０年度予算に計上されるかわかりませんでしたが、９款消防費

の項、防災無線整備事業調査設計業務委託料として予算計上がされているようです。安心

をした部分であります。 

      災害時における緊急避難等においても、各種情報提供等においても、喫緊の課題として

運用開始まで継続して取り組むべきと考えておりますけれども、まず、町長の見解を伺い

ます。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 石坂議員の質問にお答えします。 

      石坂議員の指摘のとおり、災害等の緊急時における情報提供は重要な課題の一つと捉え

ています。また、町内で情報伝達の手段が異なっていることも課題であると認識していま

す。 

      議会総務文教常任委員会でも調査研究を重ねられ、１２月の議会定例会において報告ご

ざいました。細部にわたりご検討いただいたことがうかがえる内容であり、多様なシステ

ムについて、メリット、デメリットに至るまで調査研究いただき、事業を進める上で大変

参考になるものです。担当部局においても同様の認識で一致しており、平成３０年度予算

に、今、議員がご指摘のように調査費を計上させていただいています。 

      石坂議員もご承知のとおり、水上地域におきましては、新しく情報伝達手段を導入する

ことになるため、月夜野、新治と比べ、より周到な調査が必要であると考えております。 

      広い地域をカバーする必要があるため、ほかの自治体に比べコスト増になることは否め

ません。既存のアナログ防災無線の運用が平成３４年１１月で終了することも示されてお
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り、町民の安心安全を図る上からも、必要な事業として進めていかなければいけないと考

えております。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） この後、質問の趣旨、内容からして重複する質問ということがたびたびある

かもしれませんけれども、あらかじめ了解をいただきたいと思います。 

      なお、同じように１２月の定例議会時にも総務文教常任委員長より報告がされました。 

      工事完了までに約４年間が必要であるという旨の報告がされております。既に予算手当

て、措置に向けては、めどが立っているというような話もこちらとしては聞き及んでいる

ところでありますけれども、まず３０年度に調査設計業務委託料の予算計上がされるとい

うことであるとすると、３１年度以降も引き続き予算計上し、３３年度中、すなわち４年

間で完了をさせるという考え方でよろしいかお伺いします。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、石坂議員のご指摘のところなんですが、とりあえず今、調査費というこ

とでつけさせてもらっています。というのは、議会の定例会でも発表がありましたように、

メリット、デメリット、今、検討されている６０メガヘルツ同報系、あと、２６０メガヘ

ルツ移動系同報利用、２８０メガヘルツポケベル波がある。またあと、防災用のアプリケ

ーションの活用、この４つの事業について検討しているわけですから、これについて、ま

だ調査をする段階だと。これの種類によって設置ができる、金額もそうですが、施工する

スピードだとか、設置するスピードだとかが全部異なってきます。そのいいところ、悪い

ところというところで、どれがいいかということをまず精査することから始めるというこ

とで今回調査費をつけさせていただいていますので、そのデメリット、メリットについて

はここでお話ししてもいいんですけれども、恐らくそれについては大丈夫だと思いますん

で、そういう形で、今、検討させていただいて、調査を始めたところなので、それのとこ

ろはご理解いただきたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） ４年間で継続して実施するかという回答を次の質問とあわせてお答えいただ

きたいのと、次に、総務文教常任委員会にて兵庫県佐用郡佐用町、それと川場村、渋川市

の視察を実施して、その内容の説明や伝達方法についての説明、報告がされております。 

      先ほど、町長、町としてそれらを参考にして取り組むつもりでいるということで確認を

しておりますけれども、ここでメリット、デメリットにちょっと触れさせていただきます

けれども、具体的に言うと、さっき町長、若干触れておりましたけれども、６０メガヘル

ツ同報系、２６０メガヘルツ移動系同報利用、それと２８０メガヘルツポケベル波利用の

３つプラスもう一つあるよという、そういう話をされておりましたけれども、現段階では、

どの伝達方法を採用するというか、最有力ですというようなことがまずあるかないか。あ

るいは、それとは別に独自の方法も考えられるのかどうか。その辺の考え方を教えていた

だきたいのと、メリット、デメリットについて、それぞれの方法の中であると思いますけ
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れども、具体的にその辺を説明していただければと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、具体的にどの方法がいいかということで検討を進めているものというの

はありません。これ横並びでもともと考えていますし、もともとはアプリケーションを使

ったものというのが、まずこの総務文教常任委員会のほうからの調査研究の報告が上がる

までは町としては主体として考えていた方法ではないかと考えていますが、それだといろ

いろ問題が起きてくるということもありますので、今、この６０メガヘルツ同報系、２６

０メガヘルツ移動系同報利用、２８０メガヘルツポケベル波というものを横並びで考えて

います。 

      でも、この防災無線のメリット、デメリットについては、いずれも屋外、屋内、指定エ

リアに分けて伝達が可能であること、また、一括操作で無線とメールが配信できること、

それとあと、今これが一番大事だと思うんですけれどもＪアラートと連動できること、そ

れとあとは、音声合成による放送ができる、人間の声によって呼びかけができる、そうい

うことが挙げられます。ただ、デメリットとしては、荒天時に屋外放送で通行中の車両の

中では聞き取りにくいというようなことが挙げられると思っています。 

      個別に言うと、６０メガヘルツ同報系では１回当たりの通信時間に制限がないこと、戸

別受信機に文字情報が伝達できることがメリットとして挙げられます。また、デメリット

として挙げられるのは、戸別受信機が他のものと比較して高価である。また、移動系無線

との一体運用ができないというところが問題として挙げられています。 

      また、２６０メガヘルツ移動系同報利用については、移動系無線と一体運用が可能であ

ること、また、戸別の受信機が安価であることということがメリットとして挙げられます。

デメリットとしては、１回当たりの通信時間が最大で５分しかもたないということと、あ

と、戸別受信機へ文字情報が送れないということが挙げられると思います。 

      また、２８０メガヘルツポケベル波では、これは電波が強いから難聴地域というのがつ

くりにくいというところがメリットで挙げられますし、戸別受信機を含め整備費が割と安

いということが挙げられます。また、戸別受信機に文字情報が伝達できるというところも

メリットとして挙げられます。ただ、デメリットとしては、ポケベル波ということで、こ

れは免許を持っている業者が１社しかありません。なので、このランニングコストだとか、

そういうものにこの企業の考え方ということで左右されてしまうというところが大きなデ

メリットの点。またあと、システムダウンしたときに運用ができない、そういうおそれが

あると。また、移動系の無線と一体運用ができないというところが挙げられると思います。 

      あと、スマートフォンの活用については、近年すごい機能がかなりよくなっていますん

で、この辺については積極的に入れていったほうがいろんな意味でコストも安くなるし、

通信手段としてはいいものになっていくんじゃないかなというふうに思っています。 

      また、今、防災メールの登録者がうちの町では大体４,５００件、今登録されています。

この辺のところをもっと密に伝達できるようなシステムをつくっていくことによって、こ

の防災無線との総合利用によって、もっと高い安全安心を提供できるような、そういうシ

ステムになっていくんじゃないかなと思われますので、また、今、研究、また、調査して
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いる段階なので、逆に議員のほうからもこういうもんがあるよ、こんなものがいいんじゃ

ないのというような提案がありましたら、そういったものもしていただけると、今ありが

たいというような状態です。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 一番大事な部分で、４年間の中で実施をするという考え方でよろしいですか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、一番最初にお話をさせていただきましたが、このシステムによって一長

一短があって、採用によっては４年間というような中ではちょっとできないという部分も

見受けられます。 

      工事費で一番かかるものは十何億かかってしまうというところもありますので、それを

見据えた中でどれがいいか、どのシステムがこの町に合っているか、また、費用対効果の

部分も十分検討していかなくちゃいけないと思っていますんで、その辺について、今、お

話しさせていただくように、この中でどれがいいかということを今精査している段階です

から、逆に期限を切って何か物事をするということになってしまうと、うちの町にとって

一番いいシステムだとか、一番いい方法じゃなくなってしまう可能性もあります。そうい

ったものを加味しながら調査していくということが、今、現段階で議員に対してお答えで

きる精いっぱいの回答だと思っています。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） その辺を十分に精査していただいて、お願いするほうの立場としては、期間

が短いほうがいいので、その辺は十分にお願いしたいと思います。 

      また、これも総務文教常任委員会にて、戸別受信機の限定配付等の検討の必要性につい

ても触れていますけれども、当然先ほども話出ていますけれども、この部分の考え方につ

いても前向きに取り組んでいくと、そういうことでよろしいですよね。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、石坂議員がおっしゃられるように、実際には防災システムですから、早

きゃ早いほうがいいに決まっていて、どんな天災が起きるかわからない、どんな災害が起

きるかわからないですから、それを含めた中で早目に、できるだけ早くこういったものの

採用を決めていきたいというのは本心にあります。 

      ただ、できることとできないことと、いいもの、また、どのものがいいかという精査し

ていくということも行政には必要なプロセスですから、それについて十分検討させていた

だき、また、議会の皆さんにもおつなぎしながら、どのものがいいか、どんなものができ

るかというような話はさせていただきたいと思っています。 

      その中で、今、議員がおっしゃられるようなことも含めて、検討を始めていきたいと思

っていますので、その辺のところはご容赦、ご了解いただきましてよろしくお願いしたい

と思っていますんで、その辺のところで回答とさせていただきます。 
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議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 要はまだ煮詰められていない部分が多々ありますよと、そういうことだと思

うんですけれども、実施に向けては多額な経費が伴うわけですから、十分に精査というこ

とは必要だろうと私どもも思っております。 

      町民皆さんの、事業を展開するに当たっては、意見だとかも聞く必要があるのかなと、

そういうふうに思います。町民に向けてのそういった意見を聴取したりということも今後

当然出てくるということでよろしいですか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） そういうこともありますが、今、皆さんがこういう形で議会にお越しいただ

いています。皆さんは町民の代表ですから、皆さんの答え、考え方、また、そういうもの

を聞くことによって、まず最初にどういったニーズがあるか、どんな地域的な要望がある

か、そういうものをまず検討させていただくと。その中で、いろんな意見を広げていかな

くちゃいけない、聞かなくちゃいけないという地区も、地形的なものとか、そういうこと

を考慮すれば出てくると思います。特に水上地区のほうについては難聴地区が起きたり、

いろんなものが起きていますので、そういった可能性があるところについては、住民の皆

さんの意見を聞いて、それに対応しなければいけないということは十分考えられることだ

と思っていますので、その辺については考えていきたいと思っていますが、とりあえず、

今、議員にお話ししているように、まず、議員の皆さんから広く意見をいただいた中で反

映できるものをまず反映していくというところから検討、また調査を始めていきたいと思

っていますんで、その辺のところはご理解いただきたいと思っています。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） これから何点か、関連の事項ということで質問をさせていただきます。 

      これ、先ほど４,５００件メールの登録というようなことでありましたけれども、スマ

ホ、携帯に入る非常時の伝達について、全く異なった内容で入ってくる事例が多々ありま

す。 

      例えば、大穴の町営住宅付近の火災なのか、鹿野沢の町営住宅付近の火災なのかわから

なかったことがあったり、私の地元である小日向地区の建物火災の通報においても、スマ

ホに入ってきた内容が小林商店付近で火災というものでしたけれども、小林商店は現在存

在せず、存在するのは小林豆腐店さんと既に閉店をしている小林八百屋さん。それで、実

際の火災は、これも現在はお店を閉めているシゲトミ八百屋さんと。そういう錯綜した内

容の情報が入ってくることが多々あります。 

      初期の情報通報の受け取るところが「たかさき消防共同指令センター」ということで、

一括受けるという状況の中で、土地勘のない人が受けるというようなことで、そういった

ことがあるということなのかと、それと、それに対しての解決策というものが頭の中にあ

るでしたらその辺も含めて回答をお願いします。 

議 長（林 喜美雄君） 総務課長。 
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（総務課長 原澤志利君登壇）  

総務課長（原澤志利君） すみません、私のほうで指令センターについてちょっとお答えをさせてい

ただきます。 

      高崎の共同指令センター、こちらについては２７年の１０月から運用を開始されている

ということでございます。 

      先ほど、石坂議員おっしゃったとおり、当然各消防本部から何名かそちらに出向という

形をとって業務に当たっているということでございますので、確かに議員がおっしゃると

おり、利根沼田からの出向者がその情報を受けるということは当然限定されていないとい

うことでございます。 

      近年、住民でない方、通行者、こういった方からの通報が非常に多いと。そうすると、

やはり土地勘がないということもあって、固定電話ですと指令センターでピンポイントで

どこというのがわかるそうなんですけれども、携帯電話等で通報されたときに、たまたま

その方がＧＰＳの機能を運用しているとピンポイントでわかるそうなんですけれども、そ

うでないと基地局ぐらいしかわからないと。その中で、どの辺だよという通報があると、

指令センターの地図情報で近くの目標物を検索するようなシステムになっているそうです。

その目標物が、例えば、登録されてあるのが古い情報だと、その古い情報で当然皆さんに

伝達されてしまうというようなこともあるので、なるべくそういったクレーム、クレーム

というか、指摘があったときには順次センターのほうでも改良は重ねているんだけれども、

まだ全てに行き届いていないというようなのが現状であるというふうに聞いております。 

      以上でございます。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 以前、中島議員が前町長に対して質問した内容と重なる部分なんですけれど

も、電柱番号検索ナビの活用についてですけれども、先ほど話がありましたこれについて

はピンポイントで場所が検索でき、迅速に現場に行けるというものです。 

      神奈川県大和市消防本部にて、昨年、全国初の取り組みを始めております。現地到着時

間等大幅に改善されたとの報道も既になされており、この部分について関心も高く、ほか

にも追随する動きがあるようです。 

      さきの質問のときには余り明確な回答がなかったと承知しておりますけれども、その点、

今後に向けてどう捉えるか、検討の余地があるかを含めてお伺いします。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今さっき、石坂議員のほうで、頭の中になんていうお話があったと思うんで

すが、前と違って、消防の法律自体が変わっちゃいまして、消防車の台数でその指令の範

囲というのが変わっています。そのおかげで沼田のほうから指令が出られない、高崎から

指令を出すというような形になっていますので、その辺について、今、広域圏の消防とそ

ういうことができるかどうか、そういうものを含めながらお話をさせていただくのが賢明

かなと。 

      法律が変わったところを、今、例えば、できますよという話はちょっとしにくいし、で
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きない話だと思っていますので、その辺のところを勘案しながら、逆に広域消防のほうと

話をする機会がありますので、その辺について、今、お話をいただいたところの先行事例、

先例、その辺のところをお話しさせていただいて、こういうことがあると、うちの町では

こういう誤報があったものが少なくなる可能性があると、そういったところのお話をさせ

てもらうことから始める、そういうふうに考えていますので、その辺のところはご承知い

ただければと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 次に、これも同様に中島議員が既に質問している内容です。 

      当時、質問時においては同様に明確な回答がなかったわけですけれども、昨年、片品村

において、ドローンを消防団に災害支援等で活用するために配備をしました。林野火災や

山岳遭難の迅速な状況確認などに活用するとともに、消防団員の負担軽減も期待しての配

備ということで聞いております。 

      片品村さんとは地形的にも類似をしている当町において、検討の余地があるのではない

かと思うわけですけれども、その辺の見解を伺います。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、石坂議員がお話しするようなお話というのが、実は消防団のほうからも

やっぱり出ています。 

      どうしても災害時にどこに何があるか、特に、例えば川の氾濫だとか、そういったとき

には地上からはわからない部分というのがありますので、上から確認をしたいと。どんな

ものになっているかというものが確認できればいいというお話も聞いております。 

      ただ、ドローン自体がなかなか進歩していますので、それを購入していくことがいいの

か、それとも、今、ドローン自体を委託して、そういう調査をしていただくという会社も

数社やっぱり群馬県内にもあります。県のほうはそういう形で委託をしている方法をとっ

ているようです。 

      そういうものも研究しながら、どんなものがいいのか、なるべく、買っちゃって使えな

くなるというのが一番おかしな話になるでしょうから、活用できるものが何が一番いいの

か、そういったものを検討させてもらって、今もお話しさせてもらいますが、実際そうい

うものの必要性というのは感じていますので、調査ということで、真剣に検討させて、調

査させていただきたいと思っていますので、その辺のところはご承認いただければと思っ

ています。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） ぜひ、よろしくお願いします。 

      防災無線対応に向けては、大変な経費が伴うものであり、稼働時には導入してよかった

というものでなければ意味がないと思います。稼働後に、先ほども話出ていました電波が

届かないだとか、そういったことでは大問題だと思います。 

      そういった意味でも、今後の取り組みについて方向性を定めるのは大変重要だと思って
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います。 

      戸別受信機の配付等において、個人負担の問題も当然出てくると思います。前にも触れ

ておりますけれども、町長と語る会等を開催したり、この事業に特化した中での説明会等

も開催し、随時町民に周知し、あるいは意見を取り入れ参考に取り組んでいく考え方でよ

ろしいでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、石坂議員がおっしゃったとおりだと思っています。 

      こういうものについて、逆に費用対効果だけで考えるべきではないと思っていますんで、

どうやって住民の方が安全に逃げられるか、また、そういう伝達、情報という一番大事な

ものを聞く、聞けるとか、自分の中に入れ込むという手段を、何が一番いいかというのを

本格的に検証していかなくちゃいけないと思っています。 

      いざ使ったら使えないというのが、ドローンの話ではないですが、一番やってはいけな

いことだと思っていますんで、その辺についてしっかり調査、また、研さんしていきたい

と思っていますので、その辺のまた入り組んだ地区等が水上地域にはありますので、その

辺のところを考慮した形で進めていきたいと答弁、繰り返しの答弁になりますが、そうい

う考え方でおりますので、その辺のところは理解していただきたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 町長の公約の一つの取り組みでもありますので、内容の濃い事業展開にして

いただくことと、なるべく早い時期に稼働をしていただくような展開をお願いして、次の

質問移ります。 

      ２問目は、町内各所のトレーニング器具の有効活用についてです。 

      町ではみなかみ町スポーツ健康まちづくり宣言を平成２３年１２月７日に議決をしてお

ります。その後、関連した各種取り組みを実践していることと思いますが、月夜野総合体

育館、水上社会体育館、新治のＢ＆Ｇ海洋センター等に配置、配備されているトレーニン

グ器具、施設のまず活用状況が気になるところであります。 

      また、器具そのものも相当古くなり、トレーニング機器でありながら危険を伴うものも

相当数あることが確認されます。器具そのものがテーピングや包帯を巻いているという器

具もあります。 

      最近、トレーニング器具を使った体験会等も計画、実施されていることや、安全面から

も器具の計画的な入れかえも必要と思われます。今後の有効活用に向けての取り組みにつ

いての考え方を含め、お伺いいたします。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） すみません、最初に、１つ目の質問の防災無線のほうなんですけれども、石

坂議員がこだわるように、本来３４年の１１月にアナログ放送ができなくなると。それに

間に合わせるように一生懸命考えていくということはもう前提にありますんで、それをど

うしても守れない場合も出てきますので、そういうことで期限については考えているとい

うことでお答えさせていただきます。 
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      また、今、トレーニング器具につきましてということなんですが、このトレーニング器

具につきましては、月夜野総合体育館、水上社会体育館、新治Ｂ＆Ｇ海洋センターの３施

設のトレーニングルームが設置されております。 

      設置状況と現況についてなんですけれども、それぞれの施設ごとの設置状況でございま

すが、月夜野総合体育館は、筋力系トレーニング器具６台と有酸素系トレーニング器具４

台、エクササイズ系器具１台を設置しております。 

      新治Ｂ＆Ｇ海洋センターは、複数種類の筋力トレーニング器具がセットになっている小

型のセット型筋力トレーニング器具が１台と、筋力系トレーニング器具４台、有酸素系ト

レーニング器具３台、エクササイズ系器具の２台を設置しております。 

      水上社会体育館は、セット型筋力系トレーニング器具１台のほか、筋力系トレーニング

器具４台、有酸素系トレーニング器具３台、エクササイズ系器具１台、その他にダンベル、

ベンチプレス、パワーラック、サンドバッグなどを設置しており、町内の３施設の中では

最も多くの筋力系メニューが体験できるようになっています。 

      以上が、町内３カ所の社会体育施設に設置されているトレーニング器具の設置状況であ

りますが、新治のＢ＆Ｇ海洋センター、水上社会体育館では町村合併以前に購入されたト

レーニング器具が多く占めており、その中では既にメーカーが倒産したり、修繕ができな

くなったり、トレーニング器具自体が廃盤になって部品の交換ができないような器具もあ

り、早期に入れかえ等新規導入が望ましい状態にはなっております。 

      月夜野体育館については、耐震改修工事を完成した後にトレーニング器具を新規導入で

入れかえていますので、十分とは言えませんが環境的には整っていると思っています。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 各施設に設置されているトレーニング施設の活用使用状況について、年間の

数でも結構ですけれども、各施設ごとに数を教えていただきたいのと、先日たしか体験会

の実施があったと思いますけれども、その部分の参加者数もあわせて教えてください。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） とりあえず、３施設の月夜野体育館から始めさせてもらいます。平成２７年

が２８３人、２８年度が６２９人、平成２９年度がこれは２月末ですが５８８人。 

      水上社会体育館が、２７年が１,７１８人、２８年が１,７０５人、２９年度が１,８２

６人です。 

      新治のＢ＆Ｇ海洋センターが、２７年度、１,１４５人、２８年度が４５４人、２９年

度が３５３人となっています。 

      月夜野総合体育館は平成２６年度からトレーニング器具の導入と入れかえを実施したた

め、利用者が増加しており、その整備したというような効果に、その効果があらわれてい

ると思っています。 

      また、水上のほうの社会体育館は、恐らくですけれども、この辺はアウトドアの方がか

なり利用しているということで、ほかの３施設に比べると多くなっています。 

      トレーニング体験会の軽スポーツ体験の実施参加者ですが、２月１６日が１１人、２３
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日が１２人、２月２日が１６人ということになっております。スポーツ推進委員を対象に

したトレーニング講習会、これも行われていまして、１２月１３日が８人、１月１６日が

３人、１月１７日が２人という結果であります。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） トレーニング器具の設置されている施設は、当然各種スポーツ施設に併設さ

れているわけですけれども、水上の社会体育館においては、公民館、資料館等が併設され

ていることで、施設的にはある意味大変望ましい施設ということだと思うんですけれども、

反面、月曜日が休館日となっており、泊まりを伴う合宿等においてそれがネックとなり、

連泊のお客さんがとれないということが年間を通じて相当数あるということを耳にしてお

ります。その点について、改善に向けてどういう考え方ありますでしょうか。また、これ

を承知しておったかどうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 恐らくその辺のところというのが、考え方だと思います。というのは、社会

体育ということで、教育委員会でどうしても所管をしているということになってきますと、

今、石坂議員がおっしゃられるように、観光の資源としてそれを使えるかどうかという議

論から始めないといけないということだと思います。設置の目的が、まず異なっています

ので、その辺のところのすり合わせを行わないと、なかなか、今、議員がおっしゃられる

ような利用の仕方というのはできないかなというのが今の現状だという認識は持っていま

すので、その辺についても、やはり議員の方から質問されること、また、提案されること

というのは多いので、その辺についてどういうことができるかというようなことを、まず

調査を始めたいというふうな考え方ではいます。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） これに向けて、ちょっと質問しようと思ったんですけれども、こっちで話を

してしまいますけれども、月夜野総合体育館においては年末年始以外はそういった休館と

いうような部分のくくりがないと。また、新治の海洋センターのほうにおいては、ある時

期について、７月８月でしたっけ、については月曜日通常休館なんだけれども、その時期

は取り外して使えるようにしているというようなことがあるわけですけれども、その先の

基準だとか、そういった部分を見直すというような動きはないんでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 教育課長。 

（教育課長 杉木隆司君登壇）  

教育課長（杉木隆司君） ただいまの石坂議員の質問についてお答えさせていただきます。 

      現在、３施設、３つの社会体育館があるわけですけれども、管理運営につきましては、

合併時のものをそのまま引き継いできたという中で、先ほどの休館日の取り扱いにつきま

しても、月夜野につきましては年末年始のみ、それから、水上の社会体育館につきまして

は祝日が休館日、それから、ＢＧについては月曜日の休館日というような形になったわけ

ですけれども、その辺が３施設違うということもあります。また、利用者のある程度の利
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便性ですとか、管理の統一性を図る意味でも、教育委員会のほうで検討いたしまして、休

館日については３施設統合していきたいという形で、この４月から年末年始のみを休館日

とするような扱いにする方向で、今進んでおる次第でございます。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 改善がされるという方向で、４月１日からということの中でちょっと安心を

させていただきました。 

      次に、２月２６日付の上毛新聞のスポーツ面に、近々、プロリーグ参戦予定のみなかみ

を拠点にした３対３、３×３のプロバスケットボールチームが発足するという内容の記事

が載っていました。 

      世界的な大会の出場も視野に入っているようですし、ユニフォーム等においてもＭＩＮ

ＡＫＡＭＩ ＴＯＷＮの文字が入ったものを使用すると伺っています。ＰＲ効果も相当期

待できると思いますし、３対３、３×３においては、２０２０年の東京オリンピックの正

式種目にもなっており、その面でも大変期待が持てると思いますし、チームの中には地元

出身の選手も存在し、また、将来地元からオリンピック選手が生まれるということもあな

がち夢ではないのかなと思ってもいます。 

      あわせて、世界最高峰のトレーナーの資格を持った選手も近々みなかみ町に移住して、

事務所もみなかみに置くという情報も入っております。スポーツ器具を使い、スポーツ選

手のみならず、子供たち、あるいは保護者の方々、お年寄りの方々等、幅広い活用も見込

めると思いますし、それによって健康になることにより、究極でありますけれども、医療

費の削減に向かうことができればと。この部分でも期待大と思いますが、まず、この点に

ついてどうかと。それとあわせて、もろもろで関係するであろう子育て健康課、町民福祉

課、教育委員会、観光商工課、関係各課の見解も簡潔に伺えればと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、石坂議員がおっしゃられた３×３のチームですか、ＭＩＮＡＫＡＭＩ 

ＴＯＷＮ.ＥＸＥというチームだと思いますけれども、実際３×３というのは２０代から

３０代の競技者人口が大体１５０万人ぐらいいると言われていますし、逆にバスケット、

高校生以下のバスケット人口って５６万人いて、中学校の部活の中では一番人気がある種

目になっているということから、そういうことをみなかみの町で行っていただけるという

ことは、町にとってもいいことかなと、私自身は思っています。 

      また、今、石坂議員のほうから、トレーナー、その中で著名なトレーナーの方がいると

いうようなお話も少し聞いていましたので、その辺のところをこれから活用できればいい

のかなとは思いますが、今のところ、うちの町としては、教育委員会のほうに阿部という

職員がいます。阿部自体がまたトレーナーの、そういった資格も持っていますので、今、

逆に、町がやっているスポーツ推進委員なんかのそういう対象としたトレーニング講習に

ついては、阿部が行って、まずはそういうスポーツを推進する人たちを、まずそういうこ

とで教育してもらって、裾野を広げるためには、まず教える人たちも育てなきゃいけませ
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んので、そういった形でトレーニング、また講習会を行ったところです。 

      また、うちの町のトレーニングルームについては、今、トレーナーがいてどうかをする

というようなトレーニング施設ではないですから、自分たちが行って、自分たちで勝手に

トレーニングするというようになっています。そういったところに、まず、トレーナーと

してある程度トレーニングができるような方たちに行っていただいて、その器具のちゃん

とした使い方、また、有効なトレーニングの仕方というのを広めていくことによって、健

康だとか、そういうものの増進、また、それで、例えばですけれども、３×３というのは

ちょっとした広場、そんなところでもできますので、観光の誘客、また、すごい、お客さ

んとしてはかなり何万人と来てくれるというような、そういう試合も開催できるみたいな

ので、そういったものの中で利用できればと。観光資源としても利用できればというよう

な形で考えられるものではないかなというふうに認識はしております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） 各課、どなたかないですか。ちょっと振ってもらわないと。私から言えない

んです。代表でもいいですよ、観光面とか、健康増進の面とかというので…… 

（「一番簡単なやつ」「観光ですかね」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 観光商工課長。 

（観光商工課長 澤浦厚子君登壇）  

観光商工課長（澤浦厚子君） 今のご質問の関係、バスケットボールの３×３のチームの件ですけれ

ども、既に私たちも彼らとお話をさせていただいているところですけれども、今、町長も

申し上げましたけれども、小さなイベントでも狭いスペースでできる、それと、また、プ

ロバスケットボールプレイヤーの方が来て実演をしてくださるということで、人気が出る

のではないかというふうに期待しています。 

      町内のイベントにも、ぜひ、来ていただきたいなというふうなことで考えております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） ちょっと時間の関係で、ほかの課長さんに聞きたかったんですけれども、そ

れは別の機会ということで、次に移りますけれども、この３×３のバスケにおいては先ほ

ど来、触れておりますとおり、そもそもストリートバスケの意味合いが強く、屋内でも屋

外でも行うことができるという強みも当然あります。また、面積も通常の半分、２分の１

で済みますし、１年中できるというメリットがあるわけです。今、観光課長のほうでも話

もありましたとおり、各種観光イベント等でも有効に使えるかなというようなことも思っ

ておりますし、アウトドアのメッカにまた一つ新しい魅力が加わることもでき、連携を持

った展開も望めると思っておりますので、これは質問ではなく、よろしくお願いしたいと

思います。 

      なお、既に存在している特定非営利活動法人水上自然遊楽がこれについては母体となっ
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て、法人の理念としてスポーツを通して町の地方創生を行い、先ほどの質問と重なる部分

があるわけですけれども、大会や各種イベント展開等を実施することにより、ひいては宿

泊面等においても相当な期待が持てるかと思いますけれども、町長、この辺見解があれば。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今さっきちょっと触れましたが、実際バスケットボールの人口というのは６

７万人いて、その中の５６万人が高校生以下だと。なおかつ、中学生の部活で考えれば３

２万人で、全体の１４％なんですね。だから、逆に言うと、そういう親御さんがついてく

るとか、そういった世代に実は競技者が多いスポーツですから、うちの町にとっては子供

さんが来る、そこへ親御さんがついてくる、そうやってお客さんがふえるというような可

能性のあるものについて、ある程度そういった誘客、逆に言えば、サッカーなんかもアン

ダー１８でやっぱり誘客したように、そういったものの中で１人が来るんじゃなくて、一

緒に何人かついてくると、そういったものを入れ込んでいくことによって観光振興になっ

ていくというような考え方は十分あると思いますんで、その辺については同様な認識を持

たせていただいていると思います。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） なお、月夜野の総合体育館と新治の海洋センターにおいては、冬期間ジェッ

トヒーターが配置、配備されていますが、月夜野においては体育協会の所有というように

聞いています。また、一番北に位置している水上の社会体育館においては、１階の剣道部

が持っている部分を除いて２階の体育館の部分にジェットヒーターが配置、配備されてお

りません。早急なる対応が必要かと思いますし、要望の声も強いものがあるわけですけれ

ども、ご見解を伺います。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 月夜野体育館と新治のＢ＆Ｇについては、会議室の暖房ということでジェッ

トヒーターを購入したという経緯があります。水上の社会体育館については、そういった

経緯がなかったというふうに聞いております。 

      ただ、今、議員がおっしゃっているように、それについてニーズがあるのであれば、そ

れについてどういうことができるかということは、まず調べ、検討していく必要があるの

かなということで、今、認識をさせていただいたところなので、それについて調査、研究

をさせていただくような方向で考えさせていただきたいと思いますんで、その辺について

はご容赦願いたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） ちょっと先ほど観光商工課長だけに聞いたんですけれども、子供の視点から

何か担当課であれば、その辺を簡単に聞いてみたいと思うんですけれども。 

議 長（林 喜美雄君） 子育て健康課長。 

（子育て健康課長 鈴木伸一君登壇）  

子育て健康課長（鈴木伸一君） それではお答えします。 
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      子供の関係ですと、うちのほうで管轄していますのが、こども園と、あと学童クラブ等

になりますが、バスケットの３×３ですか、簡単で、身近にできるということで、子供の

うちからそういうものに親しんでいただいて、普及に役立てればいいかなとは思います。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 石坂君。 

（４番 石坂 武君登壇）  

４ 番（石坂 武君） ３×３の経験に対して特化をして言っているわけではなくて、トレーナーが

来た中で、トレーニングについて有効活用ができますよという話をさせていただいたつも

りでおりました。時間がないので、その辺にて回答いいですけれども、今回の一般質問に

向けて３施設のトレーニング器具を見させていただきました。 

      さっき、町長が言ったとおり、月夜野地区は比較的新しい器具が設置されており、水上

の社会体育館と新治の海洋センターにおいては古いものが多く、特に水上においては大変

古く危険な器具があるという状況であります。 

      計画的に買いかえと取り扱いについて対応をお願いしたいと思いますし、実際にトレー

ニングをしていた方がおりました。これは月夜野の総合体育館でしたけれども、やっぱり

ベンチプレスですとか、エアロバイクの充実をというご意見がやっぱりありましたので、

これについては参考に触れさせていただきます。 

      トレーニング器具の有効活用、これは、さっきも言いました計画的に入れかえをしてい

っていただくことを、せっかく国際的な資格を持った人もみなかみ町に来るということも

考慮に入れて、この方は定住することを覚悟でみなかみに来るという強い意志のもと入っ

てくる方です。 

      今後、町民の健康増進に向けても積極的かつ迅速にこの部分について取り組んでいただ

くことと、新年度のなるべく早い時期に、そういった１問目と関連しますけれども、意見

聴取する部分で、町長と語る会だとか、あるいは、この部分に特化した中での説明会なり

意見交換会をぜひ開いていただくことを切にお願いして質問を終わります。 

議 長（林 喜美雄君） これにて、４番石坂武君の質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序２  １番 髙 橋 久美子   １．マイナンバーカード制度活用と自治体クラウドにつ  

                      いて  

 

議 長（林 喜美雄君） 次に、１番髙橋久美子さんの質問を許可いたします。 

      髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） １番髙橋久美子、議長より許可をいただきましたので、通告に従いまして

一般質問をさせていただきます。 

      質問はマイナンバー制度の活用と自治体クラウドについてです。 

      昨年の９月定例会におきまして、マイナンバーカードの普及促進について伺いましたが、
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当町における交付状況は１,４８７人、７.３％とのことでした。全国で見ますと、高いと

ころは３８％とかなり進めているところもあります。全国から見ての町村の平均は７.

２％と当町とほぼ同じです。 

      そもそもマイナンバー制度の目指すところは、少子高齢化が急速に進んでいく経済社会

のもとで、番号制度を使って、国、自治体、民間のＩＣＴ活用を進め、真の国民の利便を

図る経済社会をつくっていくためと言われています。その中で、マイナンバー、マイナン

バーカード、マイナポータルの活用とあわせてさまざまな民間利用を工夫していくことに

より、大きなビジネスチャンスも生まれると言われています。個人番号、すなわちマイナ

ンバーの活用で、公平、公正な課税や社会保障の負担、給付の公平化、効率が行われます。

このことは私たちにとって余りメリット感は感じられませんが、自治体にとっては重要で、

マイナンバーの果たす役割は大きいと思います。 

      ただし、個人情報保護法の観点から、かなりセキュリティーの強化が求められると思い

ます。 

      そこで、お聞きしますが、当町のセキュリティーについてはどのようになっていますで

しょうか。また、それにかけた金額等もわかりましたらお願いいたします。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 髙橋議員の質問にお答えします。 

      とりあえず、２７、２８年でかかったお金は４,０００万円ほどです。その詳細につい

ては総務課長のほうから答えさせます。 

議 長（林 喜美雄君） 総務課長。 

（総務課長 原澤志利君登壇）  

総務課長（原澤志利君） お答えいたします。 

      詳細についてということでございますので、先ほど、２７、２８年度かけたお金４,０

００万円ほどということでございました。２７、２８いずれも繰越事業によってこの金額

でございます。 

      実際に強靭化という形でインターネットの環境と町の情報の環境を分断して、今は運用

しているということでございますので、基本的には外からの、何ていうんですか、インタ

ーネットを使っているところからのアクセスというんですか、それが町のほうにされない

ようにという形で構築をして運用しているところでございます。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） ただいま答えていただきましたけれども、システムの更新と合わせて４,

０００万という、そういうところの認識でよろしいでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） そういう認識で構わないと思っています。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  
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１ 番（髙橋久美子君） そういうことで、そういう、ちゃんとマイナンバーカードに対してセキュ

リティーもしっかり整備してやっているわけですけれども、なかなか、今、交付率が上が

らないという現状があるというところをポイントと置いて、またちょっと話を進めていき

たいと思うんですけれども、それとあわせて、今はマイナンバーというところの果たすと

ころのものを言わせてもらったんですけれども、次に、カードはマイナンバーとは異なり、

その使い方には制限がないと言われています。本人の写真が記載されており、本人確認の

ための身分証明に使えるだけでなく、ＩＣチップが搭載されているので公的認証用の符号

を用いて、さまざまな電子活用が可能となるようです。マイナンバーを使うわけではない

ので、プライバシーなどの問題もなく、法律の規制がなく、民間の知恵によりその活用範

囲が広げられるとのことです。オンラインバンキングを初め、各種民間のオンライン取引

等に利用できる見込みです。 

      また、市区町村や国等が提供するさまざまなサービスごとに必要だった複数のカードが

マイナンバーカードと一体化できます。そして、今のところ住民に一番身近でメリット感

があるのがコンビニ交付です。これは、住民票、印鑑証明書などの公的な証明書をコンビ

ニ等で取得できます。 

      昨年の定例会で、コンビニ等による交付につきまして、一般質問させてもらいましたが、

前町長の回答は、大都市がほぼクリアできたころ町としても考えたいとのことでした。 

      現段階で、沼田市もサービスを開始し、この秋からは吾妻郡が一体でサービスを開始す

ると聞いています。そして、うちの町としてもテレワークセンターの施設も受け入れ、Ｉ

Ｔ関連の働き方の推進の旗を上げている状況です。先ほども、もうちゃんとマイナンバー

に対するセキュリティーのところも４,０００万の費用をかけて整備をしているという、

そういう状況の中で新町長としても前町長と同じお考えなんでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） マイナンバー制度の活用というのは、自治体にとっては大事なことだと思っ

ています。 

      ただ、５月の公表値と比べて、今、うちの町１１０人しかふえていないんですね。０.

８％の増加です。 

      今、髙橋議員がおっしゃられる沼田市、これ、沼田市はカードの発行と、あと、サービ

ス、コンビニの交付サービスを始めました。じゃ、沼田市がどうなったかという話なんで

すが、沼田市もほとんどふえていないんですね。７.４％が８.１％、約０.７％の微増と

いう形です。 

      それで、このサービスをやっている沼田市から、またいろいろ話を聞きながら、どうい

う状況だということを勉強したいとも思っていますし、県内では、実は、群馬県では前橋、

高崎、伊勢崎、沼田、富岡、玉村、その６つがとりあえず導入しているんですね。 

      それで、うちの町の規模等を考えると玉村町が一番近いだろうということで、玉村町が

どうなっているかという話をちょっと調べましたが、１年経過したところなんですけれど

も、逆にみなかみ町よりちょっと交付率が低くて７.１％と。その利用件数なんですけれ

ども、１日１件ないぐらいということなんですね。だから、これがやっぱり国の流れによ
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って導入したんですけれども、あんまり芳しくないよというような状況のようです。 

      ただ、全国的には、平成３０年２月１５日の現在の調査では１,７１８市町村のうち、

５０１の市町村が導入していると。だから約３０％が導入しているよという形にはなって

いますので、基本的に導入しないとか、周りがということではないんですが、今、お話し

させていただいたように、周辺の自治体もなかなかそれについてうまくいっていない。そ

れで、先行事例を行っている自治体もなかなかそこがうまくいっていない。 

      じゃ、前橋、高崎についてもそんなにうまくいっていないということなので、まず、ど

うやったら基本であるカードの交付をふやすかというところにつながっていないと思うん

ですね。だから、カードの交付をふやすことが、今、髙橋議員がおっしゃられるように目

的なわけですから、それについてコンビニだとか、そういうサービスが受けられることが

必ずしもカードを発行することになっていないということがどういうことかということを

ちゃんと検証しないと、みなかみ町としてやりました、でも同じような結果でしたという

話になってしまう可能性が大いにあると考えられます。 

      そういうことなので、その辺について少し調査をさせていただきながら、また、沼田市

と連携をとりながら、どういった問題が起きているか、どうすれば改善するかというよう

な連絡を密にとって、これに対して対応をしていきたいかなと思うのが、今の私の考え方

です。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） ただいま答えていただきましたけれども、これからそのマイナンバーカー

ドをどういうふうに、何ていうんですか、交付率をふやしていくかということもちょっと

これから触れていきたいと思いますので、先ほど町長が答えていた答弁とかなりちょっと

重複したり、いろいろ行ったり来たりする部分もあるかと思うんですけれども、すみませ

ん。 

      それで、今、やっぱり町長がこういった答えてくださったとおりだと思うんです。ただ、

やはり今、国が進めているこのコンビニ交付というのは、まず、皆さんにこのマイナンバ

ーカードということの利便性を少しでもわかってほしいという、その辺のところがかなり

あるのかなって。これから国が目指す形の中で、まず一番身近なコンビニ交付というとこ

ろを始めていくというところから、徐々にまた効果が生まれてくるということを狙ってい

るのではないのかなというところがあります。 

      もし、これが何も始めなければ、マイナンバーカードのかえって普及というのは進んで

いかないんではないかと思います。それだけで、先ほども町長いろいろの、これに限らず、

いろいろ費用対効果で考えるつもりはないということを答弁でもおっしゃっていましたけ

れども、まさにこの辺のところから、この辺のことも、多様化の時代を考えていくと、や

っぱりさまざまなニーズがあるところで、そこのところをやはりきちんとニーズとして取

り上げていくというその姿勢は大事かと思います。 

      次に、マイナポータルのことでちょっとお聞きしたいんですけれども、これは個人ごと

にコンピューター上に設けられるポータルでマイナンバーカードをリーダーに読み込ませ
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て、パスワードを入力して活用する官と民のオンライン情報連携の仕組みです。 

      子育てに関する行政手続ワンストップができたり、行政からのお知らせが自動的に届い

たりします。そのほか、公金決済サービスなども予定されています。 

      当町で一番身近なサービスとしては、昨年の１１月よりスタートした子育てワンストッ

プのサービスの活用です。このサービスの活用の状況をお聞かせください。 

議 長（林 喜美雄君） 町民福祉課長。 

（町民福祉課長 内田 保君登壇）  

町民福祉課長（内田 保君） みなかみ町ではマイナポータルを利用した子育てワンストップサービ

スにつきましては、オンライン申請の検討を行った経緯はあるんですけれども、利用者は

どのぐらいいるのか、また、情報システム事業者の対応等まだまだ課題がありまして、当

面は今までどおり窓口申請としたところでございます。 

      オンライン申請につきましては、近隣の市町村の動向を見ながら取り組んでいければと

いうことで、今のところ行っていますのは、サービスの検索機能を提供しているというよ

うなことでございます。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） 先ほどお答えいただきましたけれども、そうですね、サービスの検索機能

は、ほかのちょっと調べたところによると、群馬県内の自治体の中でも、このサービスの

検索機能もまだ取り入れていない自治体もあるところと比べますと、うちのみなかみ町は

かなり進んでいるというところではうれしく思いました。 

      そういうところで、先日、若いママさんが２歳ぐらいのお子さんを連れて町の窓口に見

えていました。２人目のお子さんを出産したばかりで窓口に来ていたので、お声かけをし

たら、出生届などの手続に来たとのことでした。小さなお子さんを連れての手続は大変そ

うでした。このようなタイミングのときに、家にいながら手続ができたら本当に助かるの

だろうなと思いました。それができるのがこのぴったりサービスのわけです。 

      うちにいながら、小さな赤ちゃんがいても、子供がいても、電子申請で可能になるわけ

ですから、やっぱり子育てに優しい町を標榜しているうちの町としては、こういったこと

も取り入れていく、一日も早くそういうものに対応できるシステムをつくっていくことが

重要かと思いますが、その辺に関してはどうでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） まず、マイナンバーの必要性というのは、私、別に必要じゃないとは言って

いないので、ただ、行政サービスとして、今、必要なことだし、効率を上げていくために

はこれは必要だと思っています。 

      それと、コンビニ利用がカードをふやすためのものになっていないというお話をしただ

けで、サービス自体、マイナンバーのサービス自体は上げていかないと行政効率はよくな

いと思っていますので、それとあと、マイナポータルですが、これについては、やはり内

閣府のほうでつくっているんですけれども、これ自体の防御、逆に言うと、自治体がそれ
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についてお金をかけなくちゃいけないというところが発生します。ただ、単にそれを使え

ばいいということではなくなってしまうので、その辺のところの問題というのうが、なか

なかこれが推進できないというような、中に入っているようです。 

      また、マイナポータルのサービス、ぴったりサービス、この中には、今、髙橋議員がお

っしゃられるように、今、若者の人、特に若い人たちはＬＩＮＥ使っていますけれども、

そのＬＩＮＥと連携したサービスがあるわけですよね。ですが、この辺のところの問題が

クリアできないとなかなか市町村としては、それがどれだけお金がかかって、どれだけ、

逆に言うと、サービスの向上とか、申請していただける方々の向上になるかということに

は、今のところ、ちゃんとした明確な答えが見えていない状況にあると思っています。 

      今、みなかみ町では、電子申請、まだやっていませんけれども、サービス検索のサービ

ス自体は、まず、妊娠、出産、子育て、引っ越し、住まい、ご不幸、戸籍、住民票、印鑑

登録、障害者支援なんかのカテゴリーで、子育てに関するサービスの検索ができるので、

そういった意味での検索機能ということであれば、今、髙橋議員がおっしゃられているよ

うなマイナポータルのその機能を必ずしも使わなくても、サービス的にはそれほど困んな

いのかなという、申請だけであれば、基本的には来ていただいて申請するということでも

それほど困らないのかなというふうに思ってはおります。 

      今、お話ししたように、まず、このマイナポータルを入れることによって生じるその経

費だとか危険度というものに対して、ある程度の答えが見えていないことと、それと、そ

れについて、なかなか行っている自治体だととか、成功している事例というのがあんまり

見えないというところで、行政としてはもう少し様子を見させていただいた中で、ちゃん

としたその方法、また、方向性が見えた中で導入しても遅くはないのかなと。 

      これがうちの町でそのサービス、検索サービスというものが持っていなければ、これに

ついて足早に考えていく必要があると思いますが、今のところその代用品のサービスを持

っていますので、それについて時期早々、まだ様子を見ている段階でもいいのかなという

のが率直な意見です。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） そうですね。そこのところは町長のおっしゃるとおりだと思うんですけれ

ども、そこで、ほかの自治体のところをまた引かせていただくんですけれども、前橋など

はやっぱりマイナンバーカードの利便性を高めようというところで、マイナンバーカード

を使ってお得で便利のふれ込みで各種クレジットカードのポイントや航空会社のマイルを

前橋ポイントに変換して、地域の商店、公共施設などで１ポイント１円分の使える仕組み

をつくっているというようなことで聞いています。このことで地域経済の応援にもつなが

ります。 

      それで、今、それぞれがそういう自治体でマイナンバーカードの利活用を促進する取り

組みがまさに今、いろいろなところで始まっているわけですが、やっぱり先ほどもやっぱ

り町長がおっしゃったように、これはやっぱり私たち一人一人がマイナンバーカードの利

便性を感じて申請して取得する行動を起こさない限りこのカードの広がりというのはない
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わけです。 

      これがやっぱり今、本当に大きな、国としても課題になっているので、このマイナンバ

ーカードの交付に関しても、今、上限５,０００万円ぐらいで財政支援も総務省のほうは

行っていると思います。そして、また、国よりマイナンバーカードをちゃんと自治体で広

げてほしいということで、マイナポータル用の端末が配置されていると思うんですけれど

も、うちの町には何台配置されていて、また、どのような活用を進められていますか。 

議 長（林 喜美雄君） 総務課長。 

（総務課長 原澤志利君登壇）  

総務課長（原澤志利君） お答えします。 

      端末につきましては４台だったと思います。基本的な考え方とすると、本庁に２台と両

支所に１台ずつ配備というのが基本的にそれがいいのかなとは考えているところです。 

      ただ、実際には、現在、配備というか利用はまだできません。というのが、システムと

機械のちょっと不具合がございまして、現在それを調整中というようなお話を聞いており

ますので、まだ実際に配置はしてございません。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） 先ほども答えていただきましたけれども、今、このかなりマイナンバーカ

ードを進めている自治体は、この機械を使って各行政区に出向いてマイナンバーカードの

説明を行って、デメリット、メリット、そういうものをきちんとやっぱり住民の方に説明

をして、それでそのシステムを使ってその場所でマイナンバーカードをつくっていただく

ような取り組みをしているそうです。 

      そういったところから見ると、やはりまだまだうちの町ではマイナンバーカードに対す

る私たち自身のまだ、何ていうんですか、そういう対策というのをまだ本気でちょっと考

え始めていないのかなというようなことも感じています。 

      このやっぱりマイナンバーカードの利便性の周知をさらに幅広く進めるためにも、例え

ば町民の方が集まるイベントなどのところにマイナンバーカードのブースなどもつくって

申請を促したりとか、そういうことも必要だと思いますので、先ほども言いましたけれど

も、そういうセキュリティーにもお金もかけて進めているわけですから、ぜひ、何らかの

形で今後アクションを起こしていただければということを思うわけですが、その辺につい

てはどうでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 繰り返しになりますが、マイナンバーカード自体の発行部数をふやさないと

いう話はしていないと思います。それをふやすことは大事だと。それについてそのポータ

ルサイトだとか、例えば、コンビニのそのサービスというのが、必ずしもイコールになっ

ていないと。比例していないと。そういうものを行うことによってふえていないというお

話をさせていただいているだけで、逆にそれを活用して、例えばですけれども、地域振興

になる、じゃ、それ入れたから買い物券発行するだとか、そのカード自体の発行をふやす
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アイデアをいただいたほうが逆にマイナンバーカードの発行量、量がふえるわけですから、

そういったお話をさせていただいたほうが賢明なのかなと。 

      今、お話しさせていただいているように、マイナポータルを入れるという話になってく

ると、かなりのシステム的な改良が必要になってきます。その辺のところは、今、行政の

ほうが、例えば、総務省から秘密を守るために、きっちり、その秘密保護のためのシステ

ムをつくりなさいというのと、それと逆に、そういうものにつなぎなさいと、相反する話

をされていますので、その辺の相互性をとりながら、どういうことができるかという判断

もしていかなくちゃいけないというのが本当のお話になってくると思います。 

      なので、今、お話しさせていただいているように、そういうサービスがあることも存じ

ています。そういうことも使えるということもわかっています。ただ、それを使うことに

よって、マイナンバーカードの発行数が必ずしもふえる方向にはならないかなというのが、

今、現状として把握している事実だと思っています。 

      なので、逆に、髙橋議員が言っているように、ふやすということであれば、直接それを

ふやすための直接的な利益誘導だとか、皆さんにとってプラスになるような、そういう施

策のほうの展開を行っていくほうが賢明なのではないかなというのが、今の私の考えです。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） 町長もそういうお考えなので、ぜひそのマイナンバーカードをふやすとい

うところについての施策ということで、しっかりと今後対応していただければと思います。 

      次に、自治体クラウドについてですが、これは、住民情報、税務、福祉などの情報シス

テムやデータを外部のデータセンターにおいて管理、運用し、複数の自治体で共同利用す

る取り組みです。そして、自治体クラウド導入の効果は情報システムのコストが少なくと

も３割程度の削減ができる。それから、情報セキュリティー水準が向上する、災害でも業

務継続ができる、職員の業務負担が軽減される、参加団体で業務が共通化、標準化される

と言われています。 

      そこで、お聞きしますが、このクラウドについて、当町ではどのような取り組みとなっ

ていますでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） すみません、まだ、町ではマイナンバー制度の導入に当たり、システムの更

新とか強靭化を図っているのがやっとの状態で、現在、利根沼田地域で、自治体クラウド

のほうの取り組みを始めているところというのは、みなかみ町を含めてどこも始まってい

ません。 

      それで、今、髙橋議員がおっしゃられるように、その共通システムの専用回線で共同管

理するということで、いろんなデータを安全に確保しながら、どこからでも取り出せる。

クラウドの一番いいところを使用しながら、事務効率だとか証明書、そういったものの事

務処理ということは統一的に、いろんなところでできるということで、メリットはかなり

あると思うんですが、そのデータの安全性の確保だとか、民間ベースに預けますんで、そ

の民間のベースに預けるときのセキュリティーって物すごくお金がかかるというのもまず
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あります。それと、あと、保守管理のための費用というのも生じてくるというところが、

まだまだ課題として多く考えられるところもありますので、今のところ、この自治体クラ

ウドについて、すぐに導入できるかどうかというような考え方にはなっていません。 

      また、県内の自治体にもそういったものが導入されてきて、情報収集ができるようにな

ってきたら、それについて改めてお話をさせていただきたいと思っているのが今のみなか

み町の現状です。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） 今、町長もお答えいただきましたけれども、県内ではこの自治体クラウド

に向けての動きが出ていまして、前橋、高崎、伊勢崎市などは連携して始めることになっ

ているみたいですし、お隣の吾妻郡も連携に向けて自治体クラウドを始めるということで

聞いています。 

      そういった部分で、利根沼田地域の取り組みというのも先ほど聞きましたら、まだそう

いうテーブルに着いて話もしていないというような状況ということで認識させていただき

ました。 

      今、現在、国では、デジタルガバメントの実行計画を進めているようで、これは行政サ

ービスのデジタル化で、具体的にはこの添付書類の撤廃に向けてのそういう一括した法案

の作成とか、あと、オンライン化の徹底で押印、要するに判こを押すこととか、対面等に

よる本人確認の手法の見直し、また、先ほども言っていましたけれども、出産とか子育て

の段階で、あとはまた死亡相続等のそういう極めて複数なこの手続がワンストップで処理

できるというようなことを、そういうものをワンストップ化にするという、これらの政策

の実効性を高めるために、国では各府省に対して中長期の計画策定を義務づけして本年度

の上半期までにそのめどの実効性を促すために計画策定を促しているようなんですけれど

も、こういったところの動きをお聞きしますと、やっぱりマイナンバー制度や自治体クラ

ウド化の動きというのはますますやっぱり加速してくるものと思われます。 

      そして、今、人生１００年時代ということをしきりに言われていますけれども、この人

生１００年時代をやっぱり安心安全で豊かな社会にするためなんですけれども、今、現実

には少子高齢化で、今、働き手がいろいろなところで不足をしているということで、その

ためにやっぱり今、政府というか国では、こういう自治体クラウドみたいなのを導入を進

めて、ともかく、低コストで町民に対して、何ていうんですか、町民に対してのサービス

はハイレベルな町民サービスができるようにというところを根底に考えて、今、こういう

施策を国は打ち出していると思うんですけれども、やっぱりそれを内容を充実させて現場

で実行されるのは自治体にそこが任されるわけで、そういった部分で、うちの町としても

これからのまちづくりを考えていく上で、そういった部分を戦略的に進める部門の人材の

育成と確保というのも、非常にやっぱり大事になってくると思うんですけれども、その辺

の町長のお考えをお聞かせください。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） こういうことが必要だというのはわかっていますし、逆に今、うちの町は単
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独クラウドでやっと始めて導入したばかりなんですね。その辺のところのやっぱり相関と

いうのをどう使うか。あと、やはり大きな市になってくると、それ専門の職員の方がいま

すから、防御とか、また、それで委託も出せます。ただ、うちの町にとってはなかなかそ

の辺のところができませんので、どうしても自治体の連携ということで、経費は楽になり

ます。同じ書類が出てきます。ただ、クラウド自体がもともといろんなところでアクセス

ができますので、それについてのセキュリティーというのはどうやってやっていくかとい

うことが明確になんない限り、なかなかうちの町でそこで手に挙げるということでは単独

ではできないというのが本音の話です。 

      昔みたいに、町に何か大きな施設を持って、そこへデータバンクとして預けるというこ

とではないですから、外のデータに預けて、それを引き出してくるという、そういうシス

テムでみんなを使っていきましょうということになっていますので、その辺の安全性とい

うのをどうやって担保するかというのは、また違った話になってくると思いますんで、今、

髙橋議員がおっしゃられるように、人間が少なくなれば働くところもありません。うちの

職員も仕事がどんどんふえています。そういう中で効率よく仕事を行っていくことという

のは必要なことだし、それを考えていかなくちゃいけないことだということは十分考えて

いますので、これについて、今すぐに取り組めという話にはなかなかならないのが現状だ

というお話として考えていただければありがたいかなというふうに思います。 

議 長（林 喜美雄君） 参与から手挙がりました。 

      それでは、参与。 

（参与 田村 秀君登壇）  

参 与（田村 秀君） 発言の機会をいただきましたので、初めて登壇させていただきます。 

      私はもともと総務省の人間でありますし、議員ご指摘のとおりだと思います。 

      ただ、この中で、まさにマイナンバーで住民票をとった方がいらっしゃるかというとい

らっしゃらないと思いますが、あ、いらっしゃいましたか、ありがとうございます。 

      私は、きのうとってまいりました。基本的には私のようなあちこち異動するようなとか、

そういう証明書が必要な人間にとっては大変便利でありますが、なかなか一般の方にとっ

て、そもそも住民票を１年間で何通とるだろうかと。あるいは印鑑証明、あるいは所得証

明、そういうものを考えるとなかなか限界があるということ。 

      実は、この議論の中でぜひ先生方にもぜひ考えていただきたいのは、やはりこの議論と

いうのは自治体の自主的なものというよりも国全体で本来やるべきことを自治体に任せ切

っているという、これはもともとの制度の問題、もともとはこの背景には国民総背番号制

的な反対の流れの中で、なかなか妥協の産物として限定的にやってきたということであり

ます。 

      しかし、一方で、韓国やエストニアや電子政府というものが世界各国でまさに進んでい

る中で、日本が非常におくれているとなると、今、実は一番大事なのは、国としてのシス

テムのきっちりとした構築、すなわち、こういうものというのは自主性が大事という分野

よりも統一性が大事な分野なんです、実は。システムですから。ですから、ある程度スケ

ールメリットも必要になると。そういう中で、もちろん、子育てサービスとか、そういう
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ものも大事だと思いますが、実は一番大事なのは金融とか、例えば、一番わかりやすく言

えば、恐らく、相続の関係に関してマイナンバーがすごく便利だとなればほとんどの人は

やると思います。 

      親子とか亡くなって、その相続とか、いろんなところに申請をします。そういうものが

ワンストップでなれば、恐らくマイナンバーというのは恐らく普及すると思うんですが、

実はそこには個人情報保護制度が今でも国も地方もばらばらであるという問題がございま

す。自治体間でもばらばらです。 

      あるいは、これは東日本大震災でも顕著になりましたのは、民間病院と国立病院と公立

病院では患者とか、そういう人の情報について扱いが全部違うということで、非常に混乱

が生じたということがあります。 

      そういうことからしますと、自治体、みなかみ町でできることにも一定ありますが、む

しろそれだけではなく、国に対して、しっかりとした制度をつくるとか、あるいは財政的

な支援がこういうところで必要ではないかということをさまざまな形、政治の力など、い

ろんなところから言っていただくことが望ましいかと思いますし、たまたま新潟大学に鈴

木正朝という教授がいるんですが、まさにその人が個人情報保護制度の問題点について、

日本のオーソリティーでいろいろ指摘されている方もいらっしゃいます。 

      そういうのを含めまして、一方で、まさに先生ご指摘のように、いろんなサービスに使

える可能性はある、ただ、コストもかかる、さらに言うと、住民票ということには一定の

限界がある。そういう中で、やはりもっともっと国に対して政策提案をするということも

小さな町であっても必要じゃないかと思いますし、私もいろんな方にはこの話はしたいと

思っています。 

      すみません。出しゃばりましたが、発言したかったもので立たせていただきました。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） 今、思いがけず田村参与にいろいろお話をしていただいて、大変勉強にな

りました。 

      そういうことで、やはり、今必要なのはこのマイナンバーカードのことについて、やっ

ぱり時代は必要としている部分というのは、もうこれは紛れもない現実だと思うんですね。

それに対して、今、田村参与がそういうにお話をしてくださったように、いろいろなとこ

ろのやっぱり議論というか、または、私たちにもそういうところでもっともっといろいろ

たくさん勉強していかなくちゃならない部分ってあると思いますので、そういったところ

も、今、いろいろ要請をすればいろいろ講師とか派遣をしてくれて、そういうところを学

ぶというようなことも総務省のほうでは後押しをしているようですし、そういったところ

のまずは議論を起こすというところからも進めていただいて、本当にやっぱりセキュリテ

ィーもしっかり守りながらというところで、そういう方向性があるというところで、また

うちの町としてもいろいろ自然とタイアップしながら、そういうところもしっかり町とし

て力を、エコパーク進めていますけれども、その町なんだけれども、しっかりそういうと

ころにもやっぱり力を入れてやっていくというようなところも大事かと思いますので、Ｉ
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Ｔに詳しい町長として最後決意をお聞かせください。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、髙橋議員がおっしゃられるように、その辺のところは完全に必要だとは

思っていますので、参与が言うように根本的な問題というのがなかなか解決されていない

状況ですので、その辺のところもかいま見ながら、できることをただやらないではなく、

やる方向でいろいろ検索したり、検討していくということが必要かなと。 

      今、この時点でそういうお話をするしかないのかなというのが率直な話なので、必ずし

もマイナンバーカードについて導入をしないとか、そういうことを否定しているわけでは

なく、それについて、していくためにはどうするかということを、するための方法として

施策を考えていくほうが賢明かなということで、考えさせてもらっているというお話と、

あとは、国のほうに十分こういうことではできないですよと、地方の今の現状、ちゃんと

伝えながら改善してもらうものは改善してもらうように、首長として伝えることは伝えて

いきたいと思いますんで、髙橋議員も大きな政党を背負っていますんで、そちらからもそ

ういうお話をしていただければありがたいと思います。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 髙橋さん。 

（１番 髙橋久美子君登壇）  

１ 番（髙橋久美子君） そうしましたら、本当にそういうところもしっかりと捉えてやっていきた

いと思います。 

      これで、一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議 長（林 喜美雄君） これにて、１番髙橋久美子さん質問を終わります。 

      ここで暫時休憩といたします。再開を２時４５分といたします。 

（１４時３４分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１４時４５分 再開）  

議 長（林 喜美雄君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序３  ６番 林   誠 行   １．地域のエネルギー自治について  

                    ２．健康づくりについて  

                    ３．道路の環境整備について  

 

議 長（林 喜美雄君） 一般質問を継続いたします。 

      ６番林誠行君の質問を許可いたします。 

      林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） ６番林誠行です。 

      議長の許可をいただきましたので、一般質問させていただきます。 
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      まず最初に、地域のエネルギー自治ということでお願いいたします。 

      ２０１１年３月東日本大震災が起き、そして福島第一原発事故から７年を迎えました。

そして、今なお６万８,０００人もの福島県民がふるさとを追われ避難生活を強いられて

います。家もあり、土地もある、草ぼうぼうだけれども、畑もある。でも、帰れない。ふ

るさとが奪われたままです。原発の停止から多くの人々がコンセントの向こう側を意識す

るようになりました。電気のことを我が事として考えざるを得なくなったと言われていま

す。 

      電源群馬の一翼を担っている町です。また、小水力発電も試みております。今、地域の

エネルギー自治の取り組みが、国のエネルギー政策の方向性の鍵を握っていると言われ、

エネルギーを自分たちの問題として捉え、エネルギー生産に地域で積極的な取り組みが行

われています。それを大手企業に頼るのではなく、その地域の自治体、地元企業が担うこ

とを基本にしたモデルとして、雑誌には長野県の飯田市、岡山県の真庭市、同じく西粟倉

村などが紹介されていました。 

      これらの地域は山が放置され、森林の価値が下がるという悪循環に陥っていた中、間伐

材を村内で製材、商品化し、消費者に直売、付加価値を生み出し、村に雇用と利益を生み

出す仕組みをつくったといいます。 

      これまでのエコパークみなかみ、論議も行われているところですが、こうした地域にも

学び、改めて地域のエネルギーについて、町長の見解をお聞きしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 林議員の質問にお答えします。 

      長野県飯田市は、テーマパークかぶちゃん村で２０１５年から３,６００キロワットの

木質バイオマス発電所が稼働しています。地元の間伐材からつくったチップを燃料とし、

チップ使用料は１日１１トン、年間３,６３０トン、発電量は年間２８５万１,０００キロ

ワットアワー、７９２世帯分の電力を賄えています。また排熱を利用し、燃料用チップの

乾燥及びイチゴハウスの栽培を利用しています。 

      岡山県真庭市は、木質バイオマス活動の国内の代表例でもあります。集積材最大手の銘

釼工業が森林組合など、地元の木材関連団体とともに、２０１５年から国内最大級となる

１０メガワットの発電所が稼働しています。燃料は地域からの間伐材の未利用材燃９万ト

ンと製材所から出る小材など、一般木材を５万８,０００トンで発電量は年間７,９００万

キロワットアワー、２万２,０００世帯分の電力を賄えています。真庭市の総世帯数が約

１万８,０００世帯ですから大きく上回る数値です。バイオマスタウンとしての成長は、

視察ツアーという新たなビジネスも生み出しています。 

      岡山県西粟倉村は、百年の森構想を上げ、林業で環境負荷が少なく、持続可能な地域づ

くりを目指しています。村内には５,０００立方もの未使用用材があるため、村内の温泉

施設にまきボイラーを導入して利用を行っています。現在、湯～とぴあ黄金泉に１,７０

０キロワットのまきボイラーに、あわくら温泉には７５キロワット１基が導入されていま
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す。今後、未利用材料に見合う施設をふやす予定でありますし、新規雇用を５名とする目

標も上げています。 

      これらの実態はバイオマスタウン構想、またはバイオマス産業都市構想を策定し、補助

金等を活用し、木質バイオマス以外の地域資源を含め、資源の地域内循環に取り組んでい

ます。 

      みなかみ町においては、民有林が約１万３,４００平米あり、森林資源の活用について

は、間伐材を建築資材等に供給し、得られた利益を森林所直者に還元していますが、木材

需要と供給を検証しながら、森林資源が循環する仕組みを模索したいと考えています。 

      町の水力発電所は、現在、矢瀬公園内に売電目的外の発電施設が稼働しています。現時

点での水力発電所の計画はございません。 

      太陽光発電については、一般家庭向けの補助金制度で対応しています。再生可能エネル

ギーについては、東日本大震災の後、固定ＦＩＴ、固定価格買取制度が創設されてから急

速に広まり、特に太陽光発電施設は設置に係る規制や費用が比較的少ないことから、本町

においても数多く設置されています。しかし、景観や環境、災害等への影響が懸念されて

いるとして反対する声もあるのも事実であります。過日、新聞報道もなされました。 

      町では、太陽光発電施設に関するガイドラインを策定し、本年２月より運用を行ってい

るところです。また、景観団体への意向を控えていることから、より適切な運用を進めて

いきたいと考えております。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） 震災以降、多くの国民が原発はもう動かしてほしくないという強い思いを持

っていると思います。原発を再稼働すれば、計算上ではわずか６年で全ての原発の使用済

み核燃料プールが満杯になると言われています。処理方法のない核のごみという点からも、

再稼働路線は完全に行き詰っているといいます。 

      東京電力柏崎刈羽原発は、規制委員会が昨年末に６、７号機は適合の判断が下されてい

ますが、その審査には多くの問題点が挙げられています。規制委員会の審査で１、４号機

の防潮堤は、液状化によって倒れるということを認めているそうです。その地続きでつく

られている６、７号機は運転を認めているという形になっています。 

      新潟県のこの地元では、建設当初から柏崎刈羽原発は、豆腐の上の原発と言われている

そうです。建物の直下に多くの断層があることや、大きな地震動が襲い得ること。福島第

一原発以上の大量の地下水が流れ込んでいる。敷地の下の断層の活動年代についても、疑

義が出されているなど、立地そのものの危険性が指摘されています。 

      そうした中、みなかみ町は、この柏崎刈羽原発からナビで見てみましたら１２０キロで

す。直線距離で７０キロほどと言われています。こうした近くにある柏崎刈羽原発、原発

については、町長はどのようにお考えでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今うちの町にふさわしいのはバイオマス、そういった自然を利用した発電、
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そういったものがうちの町にふさわしいという見解で考えさせていただければありがたい

かなと思います。 

      私、首長ですから、逆に言うと、首長としてこの町にとって不利益なことというのはな

かなか考えられないので、利益を生み出す方向で町政を運営していきたいと思っておりま

す。 

議 長（林 喜美雄君） 林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） 新潟県で野党共闘で米山知事が誕生しています。米山知事はこれまでの原子

力発電所事故の安全管理に関する技術委員会というのがあったそうですけれども、それに

加えて原子力災害時の避難方法に関する検証委員会で、健康、生活に関してその委員会で

行う。また、原子力災害時の避難方法に関する検証委員会で、避難計画の実効性などを検

証するとしています。 

      この３つの委員会の論議を踏まえた検証総括委員会で、福島原発事故の原因と検証を引

き出すとして、全国的にもほかに例のない体制がつくられているといいます。 

      米山知事は、安全というものを県独自で検証し判断するとして、その検証には三、四年

はかかるとしています。そして、原発に頼らない再生可能エネルギーへの転換を考えたい

としています。すぐに自然エネルギーで代替は難しいけれども、相当ふやせるという実感

を雑誌には書いておられました。 

      こうした態度、対応といいますか、とっていただいている米山知事です。ぜひ町長から

もエールを送っていただけたらなと思っています。町長、以前、米山知事とお友達だと聞

いているので、あえてこの質問をさせていただきました。ぜひそうした中で、町民への安

心を提供していただきたいということを考えました。いかがでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、林議員がおっしゃるように、新潟県の知事の米山知事とは一緒にいろい

ろ試験を受けたり、一緒に選挙をやった仲間なのでよく存じています。かなり頭がいい人

で東大の医学部を出ているような人ですから、この検証を私は近くのちょうど県境の町み

なかみで推移を、どういう形で検証していくのか、見守っていきたいというような考えで

いますので、その辺のところはそういうふうな考え方だと考えていただければと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） ぜひお隣の首長として、そういう形で引き続いてお願いしたいなと思ってい

ます。 

      ２つ目の質問に移ります。 

      健康診査と健康づくりについてということでさせていただきます。 

      健診の現状についてなんですけれども、平成２８年度の主要施策の成果報告書で、健康

づくりの推進として三十数目の項目で報告されています。その半分の項目で、病気の早期

発見として各事業が行われています。しかし、そのうち多くの項目で受診者数が低下して

いるという報告になっています。これらに対しての見解はいかがでしょうか。 
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議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 健康診査と健康づくりについてでありますが、４０歳以上の全住民のうち、

国保の人間ドック助成受給者及び社会保険加入者を除いた人を分母とした町の検診受診率

ですが、胃がん検診は平成２６年１４.２％、平成２７年度１３.４％、平成２８年度１２.

７％と毎年低下しております。平成２８年度からは、胃内視鏡検査が厚生労働省の推奨す

る検診と認められるため、町では受診率低下対策として同年度から胃の内視鏡検査を含め

る、受ける方に対して１人８,０００円の費用補助を始めました。また、平成３０年度か

ら利根沼田管内で体制を整備して医療機関へ委託して実施する方法に切りかわることによ

り、自己負担が大幅に減る予定です。このことで、受診率の向上が期待されております。 

      次に、大腸がんの検診ですが、平成２６年度３０.３％、平成２７年度２７.９％、平成

２８年度２５.６％、こちらも毎年低下しています。受診率低下対策として、４０歳から

６１歳までの方で、年度末現在の年齢が４１歳、４４歳、４６歳、４９歳、５１歳、５４

歳、５６歳、５９歳、６１歳の旧年齢の方に対して、検診費用を無料にして受診を促して

います。また、無料年齢の方に対して、個別に郵送で受診の勧奨を行っています。 

      次に、結核、肺がん受診ですが、平成２６年度は３７.５％、平成２７年度は３５.３％、

平成２８年度は３４.１％と、こちらも毎年低下しております。受診率の低下対策として

は、特に６５歳以上の未受診者について、未受診者の理由を調査し、今後対策に生かす予

定です。 

      その他に子宮頸がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診、骨密度検診、若年者健診があ

りますが、いずれの検診においても、４０代、５０代の受診率が低い傾向にあります。今

後、これらの年齢の受診率を向上させるために、今まで以上に受診しやすい検査体制を整

備する必要があります。そのためには、医師会や検査機関とさらなる協議を行い、個別検

査や休日検診を実施して受診機会を拡大することが必要だと思います。 

      また、がん発見率を向上させるなど、検診をより有効なものにするために、制度管理に

も力を入れていきたいと思っております。 

      なお、平成２５年度から２９年度までの第１次みなかみ総合計画の後期基本計画では、

健診受診率が病気の早期発見という基本事業の成果指標に設定されておりますので、平成

３０年度からの第２次総合計画においても、同様に指標として設定し、計画的に向上を目

指していきたいと思っています。 

議 長（林 喜美雄君） 林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） ぜひ健診の受診率を高めていくということが大切かなと思っています。 

      私も生協の仕事をしてきた中で、組合員の集まりなんかで周囲で早期発見ができたなど

からは関心が高まるというようなこともありました。ちょっと余計な話を思い出したんで

すけれども、沼田の奥で利根町の奥なんですけれども、私、外歩きするときは血圧計を持

って歩いていたんですが、お茶飲みしていたので、血圧はからせてくれなんていうので、

血圧はかりましたら、１人の方が不整脈がありました。不整脈は即病気とは関係ないよう

なんですけれども、その方には不整脈あるねということで、ついでのときでいいからちょ
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っと先生に相談してみたらなんていうのを話してみたんですけれども。その方は早速地域

の診療所に行きまして、そしたら即、よくこれがめっかったねと言われたというようなこ

とで言われています。ぜひちょっとしたきっかけだと思うんですけれども、そういうのを

しながら、やっぱり健康を守っていくということが大切かなと思います。そんな経験があ

りました。 

      ぜひ今は個人情報だとかプライバシーなどもあって難しい状況だとは思いますけれども、

ぜひ検診を高めるということで進めていただけたらなと思っています。 

      今、中之条町では歩いてためる健康ポイント事業というのを行っているそうです。これ

は、中之条出身の青柳先生という方の研究で「奇跡の研究成果」ということでネット上に

取り上げられています。中之条では歩いてためる健康ポイント事業として行っています。

ここでの成果は、１日のうち、中強度程度の活動がしっかりできていた人は病気になりに

くく、またやり過ぎもよくないということで、健康の秘訣は、自分にとって適度な運動が

年間を通じて日常的になされていることだ。具体的基準として、年間を通して平均１日８,

０００歩、中程度の運動２０分が目安としているそうです。実はこれを沼田市でも今年度

取り入れて健康づくりに役立てようとしているそうです。 

      町でもこうしたことを取り入れ健康づくりを進めてほしい、健康づくりのきっかけづく

りをしたらと思っているんですけれども、いかがでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） この質問については、昨年の６月に同様な質問がございましたので、そのと

きの答弁と重なるところはあると思いますけれども、中之条町で１０年以上前から地方独

立行政法人東京都健康長寿医療センターの事業として、６５歳以上の全住民を対象に身体

活動と病気予防の関係についての調査、研究が行われています。 

      この事業の一環として、５００人を対象に歩数と早歩き時間を計測できる身体活動計を

携帯してもらい、１日２４時間、１年３６５日の身体活動状況をモニターしています。 

      質問にあるように、歩いてためる健康ポイント事業は、平成２９年度から始まりました。

この健康ポイント事業は、先ほど申し上げた調査、研究で使っている身体活動計を活用し

て、参加者の１カ月平均の歩数を計測し、歩数によってポイントを付与して、そのポイン

トに見合った商品をプレゼントするというようなものです。現在までの参加者は約６００

人ということです。 

      また、長野県の上田市の健康づくりチャレンジポイント制度は、平成２７年度６月から

始まりました。この制度は、各種検診を受診したり、健康づくりに関する講座やイベント

に参加したりすることでポイントを獲得することができます。ポイントは公共施設の無料

利用券と交換できるほか、スポーツ施設や農産物直売所等で利用できます。 

      さらに、今さっきお話があった沼田市では、平成３０年度からスマートウェルネスぬま

た推進事業の一環として、健康ポイント事業を開始する予定です。この事業は、中之条町

と同様に身体活動量計を参加者に配付し、１日２０分、８,０００歩を目安に歩数によっ

てポイントを付与するものです。また、健康診療や講演会参加にポイントが付与されます。

詳細はいまだ決まっていませんが、ポイントは買い物の際に使えるなどの特典を考えてい
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るようです。 

      さて、みなかみ町では、現在のところ、健康ポイント制度は導入しておりません。しか

し、それに近い制度として、健康クーポン券交換制度を実施しています。この制度は、町

が行う栄養教室、または運動教室に年間５回以上参加した７５歳以下の方に１,０００円

のクーポン券を交付するもので、クーポン券は町が行う健診を受ける際に使えます。交付

者は平成２８年度で８１人となっております。このように、教室に参加することで健康に

関する知識と体力の向上が図られるだけでなく、各種検診が受けやすくなるという相乗効

果が期待されております。 

      今後は健康クーポン券を獲得できるプログラムをふやしたり、利用できる範囲を広げた

りするなど、制度の拡充を図る必要があると考えています。 

      健康ポイント制度においては、ポイントに反映される歩数などの数値の測定方法として、

中之条が導入している身体活動量計を参加者に貸与する方法や個人のスマートフォンの機

能を活用する方法が考えられます。その身体活動量計というのは、結構１台で高いもので

５,０００円から数万円するものがあります。そのほかにかかる費用として、データ管理

のシステム、そういった構築費、また更新費、特典に関する経費などが考えられます。費

用として、ほかにポイントを特典と交換するための仕組みをつくる必要もあると考えられ

ます。 

      このように、導入するためには継続的な予算やノウハウが必要になりますが、今後は先

進地事例を調査し、ヘルスツーリズム推進協議会、スポーツ団体など健康推進にかかわる

町内組織と連携し、現在の健康プログラムを活用した方法を研究していきたいと思ってい

ます。特に、スマートフォンを活用するとそういう機械の導入をしなくても済みますから、

その制度なんかについても、今調査しているところなので、その辺について平等にいろい

ろなものが図れるような、そういう方法を模索していければ、今、この中でも書いていま

すけれども、ヘルスツーリズムという部分の中で、そういうものも取り入れたらいいかな

というような考え方は持って研究を進めているところです。 

議 長（林 喜美雄君） 林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） 私自身の情報把握不足というようなところもあったようです。すみませんで

した。 

      引き続いて、道路の環境整備ということでお願いしたいと思います。 

      私、議員になる前から、以前から道路が汚れているという感じを持っていまして、３年

ほど前にも質問させていただいています。 

      前町長の答弁では、政権交代で道路清掃が年２回から１回になったと聞かされています。

私は、地域によるかもしれませんが、町内ではその１回も行われていない地域があると感

じています。 

      昨年、夏ごろでしたけれども、林議長と黒岩八景付近の道路が汚れてきたなどの話にな

り、地域整備課を通じて要請をしていただきました。後日、問い合わせがありましたので、

場所を紹介しました。ついでにと、あそこもここもというような形で話したんですけれど
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も、予算の関係もあるので一部の実施に終わりました。道路の環境について、町長、どの

ような見解をお持ちでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 道路の環境整備についてお答えします。 

      林議員のご指摘は、国土交通省管理の国道１７号に関するものだと思いますので、国交

省からの情報を説明いたします。 

      まず、道路維持管理費の予算についてはここ数年は横ばいであること。毎年限られた予

算で道路清掃、草刈り等を実施していかなければならないため、予算の有効活用のため、

ある程度基準が設けられているとのことです。 

      基準では、道路清掃は年に１回程度の実施、除草については市民性を阻害する箇所など

は適時実施することになっているそうです。したがいまして、沿道の草刈りについては、

市民性を阻害するほどでない箇所については、１回も実施しないというところもあるそう

です。 

      昨年追加でご相談のあった箇所については、速やかに対応が必要でなかったため、今後

の状況を見て対応するということでした。 

      こうした状況からわかるとおり、国土交通省では、通行の安全性という観点を重視し、

景観や環境という観点からは余り見ることができない状況にあると思います。 

      みなかみ町は、昨年６月にＢＲに登録が決定し、景観や環境を特に重視した取り組みが

必要であると思っています。国道１７号はメーン道路であり、町内外の人の目に特に触れ

る機会がある道路でありますから、道路脇の草が繁茂している状態ではＢＲにふさわしく

ないと思っています。なので、そういった話を進めていくことがある機会があるたびに、

そういうことをお願いになってしまうんですけれども、そういう話はしていきたいと考え

ています。 

議 長（林 喜美雄君） 林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） ぜひ何回もといいますか、事あるごとにそういう要請をしていただけたらな

と思っています。観光を主産業としている町として強化すべきと考えます。 

      昨年、九州への視察をさせていただきましたけれども、阿蘇山の相当の山の中まで含め

てガードレールを飛び越えているような草や木はなかったと、そういうのを実感しました。

そういう中で、利根沼田地区全体がこう相当汚れているんではないかなと感じています。

よく旅行なんかに行っても、夜着いて朝出てくるときに、その泊まったところの周りを見

て何かちょっとこうがっかりするような、そんな経験も何度もありました。 

      今バイパスだとか新治地区では、まちづくり協議会に参加する団体が、国道沿いが耕作

していない空き地などを活用して花の植栽を行って環境改善を行っています。こうした取

り組みに対して、町長の見解はいかがでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、広域で他町村と共同で要請したらどうかという点ですけれども、これに

ついて、国土交通省には今さっきと同じような、繰り返しになりますが、機会があるたび
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にお願いしたいと思っています。 

      特に、うちの町はＢＲの登録をできていますので、その辺のところはアピールしつつ要

望していきたいと考えています。また、国道だけではなくて、県道管理の道路についても、

県の管理の道路についても、同じようなこと、そういうことが言えると思いますので、土

木の懇談会や利根地方総合開発協会、そういった会議の中で、機会があるたびにそういっ

た発言、また要望をしていきたいと考えています。 

      次に、まちづくり協議会による国道沿線の植栽活動についてなんですけれども、本年度、

まちづくり協議会新治支部の活動で、国道１７号線の植樹帯への植栽活動、押出の三差路、

布施の須川川をまたぐ漣橋の前後の３カ所で実施しています。また、これとは別に、月夜

野バイパスの登坂車線が設けられている沿線の植樹帯への植栽を月夜野フラワーロード管

理運営事業として植栽活動を実施しています。 

      これらは、いずれも地域の方々が自分たちの地域は自分たちできれいにしようという思

いからボランティアで実施しているものです。 

      こうした活動は、まさにＢＲの認定につながった要素の一つであると思いますので、大

切な活動なので引き続き実施できるように事業の継続を手伝いしていきたいと、毎当局と

では考えております。 

議 長（林 喜美雄君） 林君。 

（６番 林 誠行君登壇）  

６ 番（林 誠行君） 注意深く見ていると、せっかくボランティアの皆さんが花を植えたりしてい

ただいている場所の反対側は草ぼうぼうだったりしています。先ほどの町長の登坂車線の

草があるんですけれども、反対側の擁壁のもとが見えないぐらい草が生えています。あと

は、地域整備課のほうに写真を撮って紹介したんですけれども、まんてんの湯の擁壁など

も、この４年の間に１回ぐらいあそこを上って作業をしている方を見たんですけれども、

その後、そのまま相当太い木が生えたりしています。ぜひ環境改善ということでお願いし

たいなと思っています。 

      先日、知り合いに道路の環境というような、道路が汚れているからこんな質問をしてみ

ようかなというような話をしましたら、昨年か一昨年の話のようなんですけれども、まん

てんの湯を起点に歩くイベントを行った団体があるそうです。終わった後、その団体から

道路が汚れているということで苦情が寄せられているそうです。 

      こうした観光面でマイナスになっている現状なので、ぜひ改善を要望し、質問を終わり

にしますが、何かありましたら、町長、お願いします。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、林議員がおっしゃられたところというのは、観光という町、うちの主要

産業が観光の町ですから、そういったところで来ていただいた人に不愉快な、不快な思い

をさせるということは、まずおもてなしの心がというところに反していると思います。 

      なので、これからも町道だけではなく、県道、国道を含め、そういった道の整備、景観

を十分、皆様方、情報を所のほうにお話をさせていただいて、そういったものに事業を回

していただけるような、そういう努力はしていきたいと思っていますので、これからも議
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員のほうも、そういったところがあったら、遠慮なく町のほうにお伝え願えればと思って

いますので、よろしくお願いします。 

議 長（林 喜美雄君） これにて６番林誠行君の質問を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

通告順序４  ２番 森   健 治   １．みなかみ町公立学校の適正規模・適正配置について  

                    ２．都市計画道路進捗状況と今後について  

 

議 長（林 喜美雄君） 続いて、２番森健治君の質問を許可いたします。 

      森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） ２番森健治。 

      議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

      まず、本日２点ほど質問をご用意させていただきました。 

      まず１点目、みなかみ町公立学校の適正規模・適正配置ということについての質問です。 

      昨年６月１９日にこの適正規模・適正配置についての答申が出たわけなんですけれども、

その中で、みなかみ町における望ましい学校の配置としてということで、その答申が出ま

した。 

      小学校は地区ごとに１校とする、中学校は管内に４校を統合しそれぞれ平成３３年４月

の開校を目指すという答申が出たわけなんですけれども、これについて、町長の、前回、

つい最近同じような質問は出たと思うんですけれども、町長がかわられたということで、

町長の見解を伺いたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

（町長 前田善成君登壇）  

町 長（前田善成君） 森議員の質問に対してお答えさせていただきます。 

      ちょっと重複するところあると思いますけれども、ご容赦願いたいと思います。 

      みなかみ町の公立学校の適正規模・適正配置について、教育委員会において少子化に対

応した活力ある学校づくり検討委員会や教育協議会等において、幅広く議論を重ねられ、

昨年６月に答申をいただいたところであります。 

      本年１月２９日に総合教育会議を開催し、本件について意見交換を行ったところです。 

      委員各位からは、子供たちのために教育環境を整えることは近々の課題である旨の発言

をいただいており、答申から半年が経過する中での考え方等のご発言がありました。森議

員もご存じのとおり、今言われたように、小学校は地区ごとに１校、中学校については管

内で１校と、平成３３年４月の開校を目指すというような内容です。 

      時期を示されたのは少子化がさらに加速する中で、集団活動や学習に支障を招致させな

いなどの教育的な配慮と財政面、さらには準備期間も含め、総合的に検討いただいた中で

お示しいただいた時期であると拝察はしております。 

      教育委員会の立場で申し上げるならば、既に答申は行ったので、今は首長の判断を待っ
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ているというような状況にあると思います。ただ答申をいただいて以降、議論が深まって

いると、私自身も感じていませんし、事実深まっていないと思っております。 

      昨年９月定例会における教育長、町長の答弁にもありましたが、さまざまな課題があり、

地域、保護者等への丁寧な説明を行っていく必要があること。３２年度中に全てを完了さ

せることは難しいこと。よって、３３年４月の開校にはこだわらないことなどを申し上げ

たと思います。 

      引き続き、総合教育会議などの場で多くの議論を重ねてまいりたいと考えております。

議員各位におかれましても、多岐にわたりご相談申し上げる場面が生ずると思われますの

で、ご理解、ご協力のほうをお願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） そうですね、昨年の９月の定例会におきまして、林誠行議員のほうから学校

の統合問題ということでいい質問がありました。 

      今回、なるべく重複しないようにと思っていたんですけれども、かなり前教育長が丁寧

に答えていらっしゃったんで、質問する内容も余り思い浮かばなかったんですけれども、

これについて、先ほど町長の答弁の中で、平成３３年の４月の開校はやはり難しいという

ご見解でよろしいんでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） この答弁の中に、繰り返しになりますが、まだまだその統合問題について、

皆さんの認識が深まっていないし、議論も深まっていないという中で、時期を、逆に言う

と区切って、その問題を解決するという話になってしまうと、学校を統合したいための問

題になってしまう可能性があると。そういうことではなく、何のために学校をという話に

なってくれば教育だろうということで、そういったものの議論を深める時間としても区切

るべきではない。逆に言えば、ある程度、自由度を持ちながらそういう議論をしたほうが

いいんではないかというような考え方は持っています。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） 私もそう思います。やはり非常に難しい問題というのがあるのはわかってお

りますけれども、この中で町長のお考えとして、例えば、統合する場合、一緒に小・中考

えるのか、また中学校は中学校だけの先行させるとか、小学校は小学校を先行させるとか

というのが、もしお考えがあったら聞かせていただきたいんですけれども。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 森議員がおっしゃられている提言は、恐らくこの中にもその小中一貫校をど

うなんだというようなご提案もされています。まだまだこういったものを読み込んで理解

していない状態にありますので、その辺のところも含めて、今ちょっとお時間をいただい

た中で検討させていただきたいと。まだ教育会議も一度だけ開いたところですから、そう

いった中でこういったものも含めて検討させていただければというふうに考えております。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 
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（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） これは、私がじかに聞いたわけではなく、人伝えに聞いた話ではあるんです

けれども、町長が、藤原の会合において、藤原地区に給食をつくる施設をつくるというよ

うなお話がちょっと耳に入ってきたんですけれども、これについては、町長はそういうふ

うにおっしゃったんでしょうか、どうでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 藤原自体をということではなく、町の、例えば、幼稚園、学校、小学校、中

学校を含めた形で、これから議論していかなくちゃいけないと。独自の考え方があるとこ

ろについては、それについてお話を聞いていくという、逆に言えば、どういうふうにする

かというお話はできますよというお話の中で、そういうことも可能性としてはないわけで

はないですから、そういう可能性のお話はさせていただきました。 

      ただそれが必ずしも、こういう雑談の中でのお話の中ですから、逆に皆さんのお話を聞

けというような議員の皆さんからのお話があるように、地域の人たちの希望、またそうい

ったところを聞く必要もありますので、その中でそういうことが必要ですかというお話は

させていただきましたが、それが必ずしもそういう方向になるというものになるとは考え

ていませんので、その辺のところはご承知おきしていただきたいと思っています。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） 先ほど町長が言われたように、いろいろなところでそれなりの施策というの

は必要になってくるかなと。やはりこういった問題で、一番難しい部分というのは、保護

者の方とその地域の方の意見が決して一緒ではないといったところが非常に難しくなって

くるのかなと思っております。これですね。さっき言ったって言ったら、その後うんと質

問あったんですけれども。そういったことで、藤原を残していくのかなというようなこと

も検討に入っているのかなといったような声も聞かれましたので、その辺はいかがでしょ

うか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 今、森議員にお話ししたように、まだ可能性としてどうだという形ではない

ので、例えばですけれども、その幼稚園を復活させたいというお話があったりとか、そう

いったものもろもろのお話を聞かせている段階であります。 

      そういった中で、その可能性としてそういうことを考えてもらえませんか、こういうこ

とはどうですかということの提案について、逆にこちらも聞くという姿勢は持っておりま

すので、それについてお話をさせていただいたというのが、恐らく本当の話で。逆に正式

な場所でお話をしたというよりは、雑談の中で話をさせてもらっているというほうが正解

かなと、私は思っています。 

      なので、今さっきも言わせていただいたように、繰り返しになりますが、それについて

お話を聞かせていただくという態度で話をさせていただいているので、それがひとり歩き

するようなことというのは、必ずしも私の本意ではないというのが今の見解です。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 
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（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） まあ、この答申については、町長の諮問に対しての答申でございますので、

今後、町長がリーダーシップをとっていただきまして、この非常に難しい統合問題という

ことを進めていっていただきたい。決して何というんですか、みなかみが嫌いになるよう

な町民が出ないような施策で、方向で丁寧に説明していっていただきたいと思うんですけ

れども、この質問の最後に、ぜひ町長の決意を、これ統合に対する町長の決意をお聞かせ

いただければと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 繰り返しになって申しわけないんですが、今、森議員のほうからもお話出ま

した。これについて、丁寧に進めていかなくちゃいけないという認識を十分持っています。

そういった中で、どういう方法があるのか、どういったことがあるのか、どんなニーズが

あるのか、どういう考え方があるのかということも含めながら、皆さんと協議をしていく

時間とまたそういった機会、そういったものをこれからもふやしていかなくていけないと

思っていますので、その辺のところで、私の考えとしては、皆さんといろいろな話を同一

化、見識の同一化をするために話を進めていきたいと思っていますので、その辺のところ

でご理解いただければと思っています。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） それでは、この質問については以上にさせていただきまして、次に、都市計

画道路の現在の進捗状況、また今後の計画についてお聞きしたいんですけれども、これも

昨年、ちょうど１年前になろうかと思うんですけれども、山田議員のほうで同様の質問が

ありましたので、なかなかこれも重複してしまう部分が出てきてしまうかと思うんですけ

れども、ご容赦いただきたいと思います。 

      先ほども申しましたように、昨年３月に質問が出ましたので、進捗状況というのは、あ

れから徒渉橋が完成したのかなぐらいだと思いますので、主に今後の予定ということでお

聞かせいただきたいと思います。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） 区間として、未供用になっている区間７６８メートルのうち、３８８メート

ルについては、車道部の表層舗装のみが残して工事を完成しています。また、残り３８０

メートル、これすみません。言わなかったですよね。悪戸矢瀬線についてなんですけれど

も、残りの部分について、順次供用開始を目的にやっていきたいと思っています。２１年

度から２５年度までの５カ年について、中間部の整備を実施してまいりたいと思っていま

す。３８０メートルのその未整備区間について整備を終えていきたいと思っていますので、

その辺について順次工事を進める方向に考えています。 

      悪戸矢瀬線の工事が終わってから、その先の道路のほうの進捗を考えていますので、そ

ういった方向で、前に山田議員の質問に対してお話しした内容とほとんど変わらない内容

になると思うのかなと思います。これ全部読み上げても同じような話になってしまうので、

その辺のところは今、森議員のほうからもそういう話だろうということだったので、そう
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いう話ですというお話をさせてもらっています。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） たしか記憶によりますと、昨年の答弁の中では、真政悪戸線を進めてからと

いうようなご答弁だったので、最後にその３８０メートルのほうにかかるのかなというよ

うな思いでいました。 

      先ほど町長の答弁では、そちらを終わらせてからということで答弁いただいたわけなん

ですけれども、本当に徒渉橋が完成いたしまして非常に便利になったという声が非常に上

がってきております。で、余計その７６８メートルですか、の未整備区間というのは非常

に浮き彫りになってきているというのが、今の現状であります。 

      私も至るところで、いつだいというようなことは言われますので、先ほど町長の答弁の

中で、そちらをかかるということを言っていただきましたので、非常に期待するところで

ございます。 

      またですね、町長、利根商の理事長ということで、あそこでやはり問題なのは、先般も

利根商のほうからの説明でも、防球ネットのほうは高くするというような説明があったか

と思うんですけれども、それについての進捗状況みたいなものがもしわかれば、わからな

ければいいです。よろしくお願いします。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） そうですね。今さっきの悪戸矢瀬線に関する防球ネットなんですけれども、

これもともと道路には利根商の野球場があって隣接地に整備するというものだったので、

道路が後から整備されるということになると、道路を整備したほうに防球ネットを設置す

る義務が生じると考えます。 

      なので、逆に道路より先に野球場のほうがありましたら、まだ道路ができていませんの

で、供用開始ができた時点でうちの町でその防球ネットをつくるような、そういうような

考え方でいます。 

      ちょっと繰り返しになりますけれども、未整備区間について用地の取得をことし、今年

度考えまして、それから、有利な交付金事業というのを探して早期に国の交付金をいただ

いて道路のほうに完成を目指していきたいとは思っていますので、その辺をつけ加えさせ

ていただきます。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） 防球ネットにしても、今後一番心配されるのは、利根商の野球部の強化とい

うことで、それなり、それなりと言ったら失礼なんですけれども、今までよりもボールの

速い生徒、そしてまたバットスイングの速い生徒となりますと、やはりファールボールも

より高く上がるというのが、今の段階よりも高く上がる可能性というのは非常に高いとい

うような声も聞いております。余り野球詳しくはないのでよくわからないんですけれども、

そういうような声もありますので、それなりちゃんと計算をして決して越えることのない

ような、そんな設備にしてもらいたいと思います。 
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      もう一度確認なんですけれども、先に未整備区間３８０メートルのほうを手をつけると

いうことでよろしいんでしょうか。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

町 長（前田善成君） そちらでよろしいと思います。 

      すみません。あとは防球ネットにつきましては、道路管理をする側にやっぱり安全を確

保するというような責任が生じますので、それについては、うちの町のほうで予算化して

道路の進捗とあわせながら、防球ネットのほうの設置をしていきたいと考えております。 

議 長（林 喜美雄君） 地域整備課長。 

（地域整備課長 古川文雄君登壇）  

地域整備課長（古川文雄君） すみません。町長がやるとお答えしているのに私がしゃべるのもなん

なんですけれども。 

      道路事業については、用地買収が伴いますので、用地買収がうまくいかなければ次に進

むことはなかなか難しいですので、その辺についてはご理解いただきたいというふうに思

います。 

      防球ネットについては、打ち出しの角度であるとか、そういったものを計算してやって

いますので、さらに再計算して安全なものにしたいというふうに考えます。 

      以上です。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） そうですよね。今、学校の統合と同じで地権者の方もいらっしゃいます。や

はりそういった地権者の方にも、また懇切丁寧にいろいろ説明をされて、納得した上でや

っていただくのが一番なのかなと思っておりますので、そういった方向で進めていってい

ただければと思います。 

      決意を聞こうと思ったんですけれども、この辺で私の質問を終了させていただきます。

終わります。 

議 長（林 喜美雄君） 町長。 

      答弁あるそうです。 

町 長（前田善成君） その未整備区間について、私、自分の中で考えている話をさせていただいて

いますから、そこで用地買収が進んでいないということは存じています。よりは、そうい

うこと、進めていくように頑張っていきたいというような決意表明だと思ってお話しさせ

ていただいたと思っていますので、その辺についてはご理解いただければと。 

      でも、またそういったときに地元の議員である森議員のお力をおかりしないと、なかな

か道路の工事の進捗はできませんので、その辺のところは逆にこちらから改めてお願い申

し上げて、私の答弁にさせていただきます。よろしくお願いします。 

議 長（林 喜美雄君） 森君。 

（２番 森 健治君登壇）  

２ 番（森 健治君） そういった方向でお願いしたいと思うんですけれども、５月以降のことはち

ょっと確約できませんので、ご了承いただきたいと思います。 
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      以上で終わります。 

議 長（林 喜美雄君） これにて２番森健治君の質問を終わります。 

（「議長、暫時休憩願います」の声あり） 

議 長（林 喜美雄君） 暫時休憩。 

（１５時４３分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

※休憩中に答弁について確認がされた。 

（１５時４５分 再開）  

議 長（林 喜美雄君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────────────── 

 

散 会  

 

議 長（林 喜美雄君） 以上で本日の議事日程第１号に付された案件は全て終了いたしました。 

      明日３月７日は、午前９時より一般質問を再開いたします。 

      本日は、これにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

（１５時４６分 散会）  


